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「違憲」な法律の執行義務と擁護義務
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違
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な
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行
義
務
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護
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務

︱
︱
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︱
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令
に
お
け
る
「
婚
姻
（m

arriage

）
と
い
う
語
は
、
一
人
の
男
性
と
一
人
の
女
性
と
の
間
の
、
夫
と
妻
と
し
て
の
法
的
結
合
（legal 

union

）
を
意
味
し
、
配
偶
者
（spouse

）
と
い
う
語
は
、
異
な
っ
た
性
別
の
夫
ま
た
は
妻
の
み
を
指
す
」
と
定
義
す
る
婚
姻
防
衛
法（（
（

（D
efense of M

arriage A
ct, 

D
O
M
A
）
三
条
に
対
し
て
、
違
憲
判
決
が
下
さ
れ
た（（
（

。

　

㈠　

W
indsor

判
決

　

１
．
事
実
の
概
要　
　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
、
二
〇
〇
七
年
に
カ
ナ
ダ
の
オ
ン
タ
リ
オ
州
で
合
法
的
に
同
性
婚
し
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
州
在
住
の
エ
デ
ィ
ス
・
ウ
ィ
ン
ザ
ー
（Edith W

indsor

）
と
セ
ア
・
ス
パ
イ
ヤ
ー
（T

hea Spyer

）
の
婚
姻
の
効
力
を
承
認
し
て

い
た
。
二
〇
〇
九
年
、
ス
パ
イ
ヤ
ー
は
、
全
財
産
を
ウ
ィ
ン
ザ
ー
に
残
し
て
死
亡
し
た
た
め
、
ウ
ィ
ン
ザ
ー
は
、
連
邦
法
に
基
づ
き（（
（

、

生
存
配
偶
者
（surviving spouse
）
に
対
す
る
連
邦
財
産
税
の
控
除
を
求
め
た
が
、
連
邦
の
法
令
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

婚
姻
（m

arriage

）
を

男
女
間
に
限
定
し
て
定
義
す
る
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
三
条
に
よ
り
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ウ
ィ
ン
ザ
ー
は
、
内
国
歳
入
庁
に

既
定
額
を
納
税
し
た
う
え
で
、
そ
の
払
戻
し
を
求
め
た
が
、
こ
れ
が
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
三
条
は
合
衆
国
憲
法
修
正
五
条

の
平
等
条
項
に
違
反
す
る
と
し
て
訴
訟
を
提
起
し
た（（
（

。

　

２
．
法
廷
意
見　
　

法
廷
意
見
を
執
筆
し
た
ケ
ネ
デ
ィ
（A

nthony M
. K

ennedy

）
判
事
（
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
（Ruth Bader 

Ginsburg

）、
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
（Stephen G. Breyer

）、
ソ
ト
マ
イ
ヨ
ー
ル
（Sonia Sotom

ayor

）、
ケ
イ
ガ
ン
（Elena K

agan

）
判
事
が

同
調
）
は
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
合
憲
性
の
論
点
に
関
し
て
、
大
要
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
（
番
号
と
傍
点
は
筆
者
）。

①
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
合
憲
性
を
考
え
る
出
発
点
は
、
か
つ
て
は
想
定
す
ら
さ
れ
な
か
っ
た
同
性
婚
に
つ
き
、
近
年
、
そ
れ
を
認
め
な
い
こ
と
は
不

正
義
で
あ
る
と
の
認
識
に
至
っ
た
い
く
つ
か
の
州
に
お
い
て
合
法
的
な
婚
姻
と
認
め
ら
れ
た
と
い
う
事
実
を
背
景
に
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
と
い
う

連
邦
法
の
構
想
、
目
的
そ
し
て
効
果
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る（

（
（

。
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②
歴
史
と
伝
統
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
の
定
義
や
規
制
を
行
う
権
限
は
各
州
が
有
す
る
と
さ
れ
て
き
た
。
連
邦
議
会
も
ま
た
、
連
邦
の
政
策
推
進

の
た
め
に
、
個
別
の
法
律
（discrete statutes

）
に
よ
り
、
婚
姻
や
家
族
に
関
す
る
規
制
等
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
が（

（
（

、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ

は
、
一
〇
〇
〇
以
上
の
連
邦
法
令（

（
（

の
全
領
域
に
適
用
さ
れ
る
点
で
、
そ
れ
ら
個
別
の
法
律
と
は
区
別
さ
れ
る
。
さ
ら
に
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
は
、
同

性
婚
を
認
め
る
諸
州
が
保
護
し
よ
う
と
す
る
集
団
（class of person

）
に
対
し
て
向
け
ら
れ
、
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
か
よ
う
な
連
邦
に
よ
る
介
入
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
婚
姻
に
関
す
る
州
の
権
限
の
範
囲
に
つ
い
て
、
歴
史
と
伝
統
の
問

題
と
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る（

（
（

。

③
婚
姻
に
関
す
る
州
の
権
限
に
も
憲
法
上
の
権
利
規
定
に
よ
る
限
界
が
当
然
に
存
す
る（

（（
（

。
し
か
し
、「
家
庭
内
関
係
の
規
制
」
は
、「
従
来
か

ら
事
実
上
排
他
的
に
州
の
権
限
の
範
囲
と
み
な
さ
れ
て
き
た（

（（
（

」。
婚
姻
の
承
認
は
、
州
民
に
適
用
さ
れ
る
家
庭
内
関
係
に
関
す
る
州
法
の

核
心
部
分
で
あ
り
、
婚
姻
の
定
義
は
、
そ
う
し
た
家
庭
内
の
事
項
に
関
す
る
州
の
広
い
規
制
権
限
の
根
本
（foundation

）
で
あ
る
。
婚

姻
に
つ
い
て
定
め
る
州
の
責
任
の
重
要
性
は
、
建
国
の
時
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る（

（（
（

。

④
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
確
立
し
て
き
た
こ
の
考
え
方
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
事
案
で
は
、
連
邦
に
よ
る
州
の
権

限
へ
の
介
入
が
違
憲
か
否
か
を
決
定
す
る
必
要
は
な
い

0

0

。
な
ぜ
な
ら
ば
、
本
事
案
と
密
接
に
関
連
す
る
問
題
は
、
連
邦
主
義
の
原
理
で
は

な
く
、
婚
姻
関
係
を
定
義
す
る
州
の
権
限
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る（

（（
（

。

⑤
同
性
婚
を
認
め
る
と
い
う
州
の
決
定
は
、
同
性
愛
者
に
対
し
、
尊
厳
と
計
り
知
れ
な
い
意
味
を
も
つ
地
位
（the dignity and status 

of im
m

ense im
portant

）
を
付
与
す
る
。
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
定
義
す
る
と
い
う
、
州
に
対
し
て
歴
史
的
に
認
め
ら
れ
た
本
質
的
な
権

限
を
、
州
が
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
行
使
す
る
と
き
、
そ
れ
は
当
該
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
同
性
愛
集
団
を
公
認
し
、
尊
厳
を
認
め
、
保

護
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
は
、
そ
の
範
囲
の
広
範
さ
ゆ
え
に
、
州
に
対
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
権
限
行
使
か
ら

逸
脱
す
る
も
の
な
の
で
あ
る（

（（
（

。

⑥
連
邦
政
府
は
、
州
が
承
認
し
保
護
し
よ
う
と
し
た
集
団
を
、
全
く
逆
の
目
的
――

制
約
を
課
す
た
め
と
い
う
目
的
――

の
た
め
の
区
分
と

し
て
用
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
事
案
で
連
邦
最
高
裁
に
判
断
が
求
め
ら
れ
て
い
る
問
題
と
は
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
損

害
（injury

）
と
侮
蔑
（indignity

）
が
、
修
正
五
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
自
由
の
本
質
的
部
分
を
損
な
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
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か
で
あ
る（

（（
（

。

⑦
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
決
定
は
疑
う
余
地
な
く
、
連
邦
制
の
も
と
で
の
州
権
の
適
切
な
行
使
で
あ
る
。
婚
姻
関
係
を
定
義
し
規
制
す
る
と
い

う
州
の
利
益
は
、
憲
法
上
の
保
障
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
婚
姻
が
法
令
上
の
利
益
の
対
象
を
定
め
る
た
め
の

単
な
る
分
類
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
理
解
か
ら
導
出
さ
れ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
、
同
性
愛
者
の
結
合
（bond

）
に

対
し
て
さ
ら
な
る
保
護
と
尊
厳
を
付
与
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
与
え
ら
れ
た
法
的
地
位
は
、
二
人
の
親
密
な
関
係

の
法
的
承
認
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
両
者
の
関
係
は
他
の
婚
姻
と
同
様
、
当
該
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
尊
厳
を
受
け

る
に
価
す
る
と
州
が
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
婚
姻
制
度
の
根
本
に
対
す
る
、
熟
慮
に
基
づ
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
考
え
方
と
、
平
等
の
意
味
に
つ
い
て
の
発
展
的
理
解
を
反
映
し
て
い
る（

（（
（

。

⑧
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
が
ま
さ
に
保
護
し
よ
う
と
し
た
集
団
を
害
し
よ
う
と
す
る
法
律
で
あ
り
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
平

等
保
護
の
原
理
に
違
反
す
る
。
憲
法
が
保
障
す
る
平
等
が
「
最
小
限
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
政
治
的
に
主
流
で
は
な
い
グ

ル
ー
プ
を
害
し
よ
う
と
い
う
議
会
の
剝
き
出
し
の
欲
求
は
、
当
該
グ
ル
ー
プ
の
別
異
取
扱
い
を
正
当
化
し
な
い（

（（
（

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

法
が
不
適
切
な
敵
意
ま
た
は
目
的
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
り
わ
け
「
普
通
で
な
い
特
徴
（unusual character

）
に
対
す
る
差

別
（
（（
（

」
の
場
合
は
、
特
に
注
意
深
く
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
は
、
こ
の
テ
ス
ト
を
パ
ス
で
き
な
い（

（（
（

。

⑨
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
は
、
州
の
権
限
に
属
す
る
と
伝
統
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
婚
姻
領
域
か
ら
の
「
異
例
の
逸
脱
（unusual deviation

）」
で
あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
性
婚
カ
ッ
プ
ル
か
ら
連
邦
法
上
の
利
益
や
責
任
を
奪
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
該
法
の
目
的
と
効
果
が
当
該

集
団
の
不
承
認
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
強
力
な
証
拠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
目
的
と
実
際
上
の
効
果
は
、
同
性
婚
カ
ッ
プ
ル
に
損
害

を
与
え
、
異
な
っ
た
地
位
に
置
き
、
そ
し
て
ス
テ
ィ
グ
マ
を
押
し
付
け
る
も
の
で
あ
る（

（（
（

。

⑩
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
制
定
の
経
緯
と
そ
の
文
言
は
、
州
が
州
権
を
行
使
し
て
同
性
婚
に
与
え
た
平
等
な
尊
厳
（equal dignity

）
へ
の
連
邦
の
介
入

が
、
単
な
る
付
随
的
効
果
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
制
定
過
程
で
は
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
に
対
す
る
道
徳
的
不
承
認
が

表
明
さ
れ
て
い
た
し（

（（
（

、
婚
姻
防
衛
法
と
い
う
名
前
自
体
が
そ
れ
を
体
現
し
て
い
る
。
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
目
的
は
、
同
性
婚
を
承
認
し
よ
う
と
す

る
州
に
対
し
、
同
性
婚
と
い
う
結
合
形
態
を
連
邦
法
上
の
「
二
級
の
結
婚
（second-class m

arriages

）」
と
し
て
扱
お
う
と
い
う
も
の
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で
あ
る
。
そ
れ
が
「
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
本
質（

（（
（

」
で
あ
り
、
修
正
五
条
の
も
と
、
最
も
深
刻
な
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑪
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
実
際
の
適
用
は
、
こ
の
目
的
を
追
認
（confirm

）
す
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
同
性
婚
を
認
め
る
こ
と
で
、
不
平
等
を
排

除
し
よ
う
と
し
た
。
連
邦
議
会
は
そ
の
目
的
を
挫
く
た
め
、
連
邦
の
法
令
全
体
に
及
ぶ
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
を
制
定
し
た
。
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
は
不
平
等
を

合
衆
国
法
典
全
体
に
書
き
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
主
要
な
効
果
は
、
州
が
認
め
た
婚
姻
形
態
の
一
部
を
特
定
し
、
不
平

等
に
扱
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
目
的
は
、
不
平
等
を
課
す
こ
と
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
の
理
由
の
た
め
で
は
な
い（

（（
（

。

⑫
責
任
は
、
権
利
と
同
様
、
人
の
尊
厳
と
純
一
性
を
高
め
る
。
そ
し
て
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
は
、
州
法
の
下
で
婚
姻
し
た
カ
ッ
プ
ル
か
ら
、
尊
厳
と
責

任
を
奪
う
よ
う
企
図
さ
れ
た
法
で
あ
る
。
一
つ
の
州
の
な
か
に
矛
盾
す
る
二
つ
の
婚
姻
体
制
を
創
設
す
る
こ
と
で
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
は
、
州
が

承
認
し
保
護
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
し
た
個
人
間
の
基
本
的
関
係
の
安
定
性
や
予
測
可
能
性
を
損
な
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ

は
、
州
が
認
め
た
同
性
婚
の
重
要
性
を
公
私
に
わ
た
っ
て
損
な
わ
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
憲
法
が
保
障
す
る
道
徳
的
・
性
的
選
択
を

卑
し
め
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

⑬
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
も
と
で
同
性
婚
カ
ッ
プ
ル
は
、
目
に
見
え
る
か
た
ち
で
利
益
や
権
利
、
特
権
を
失
い
、
様
々
な
負
担
を
被
る
こ
と
に
な
る（

（（
（

。

そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
主
要
な
目
的
と
そ
れ
が
不
可
避
的
に
も
た
ら
す
効
果
が
、
合
法
的
な
同
性
婚
を
し
た
人
の
品
位
を
傷

つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
明
ら
か
で
あ
る（

（（
（

。

　

㈡　

も
う
一
つ
の
憲
法
問
題

　

周
知
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
で
は
同
性
婚
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
熾
烈
な
対
立
が
あ
る（（（
（

。
そ
し
て
近
年
、
同
性
婚
を
禁
止
す
る
州
法
や

州
憲
法
、
そ
し
て
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
合
憲
性
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た（（（
（

。
そ
う
し
た
な
か
で

本
判
決
は
、
――

や
や
わ
か
り
に
く
い
が
――

同
性
婚
を
承
認
す
る
と
い
う
選
択
を
し
た
州
の
決
定（（（
（

を
否
定
す
る
よ
う
な
仕
方
で
の

連
邦
法
の
介
入
は
、
州
が
同
性
愛
者
に
付
与
し
よ
う
と
し
た
地
位
や
尊
厳
な
ど
を
損
な
わ
せ
る
が
ゆ
え
に
修
正
五
条
に
違
反
す
る
、

と
い
う
立
場
を
採
用
し
、
同
性
婚
を
承
認
す
る
か
否
か
を
州
に
留
保
し
た
。
つ
ま
り
、
同
性
愛
者
の
「
婚
姻
す
る
権
利
」
を
認
め
た

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
判
決
の
射
程
は
限
定
さ
れ
る
も
の
の
、
画
期
的
判
決
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
み
な
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ら
ず
、
日
本
で
も
詳
細
な
研
究
対
象
と
な
る
べ
き
判
決
で
あ
る
。

　

し
か
し
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
合
憲
性
を
め
ぐ
る
論
争
の
過
程
で
は
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
憲
法
上
の
問
題
が
浮
上
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、

オ
バ
マ
政
権
が
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
を
執
行
す
る
が

0

0

0

0

0

、
訴
訟
に
お
い
て
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
合
憲
性
を
擁
護
し
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
決
定
し
た
こ
と
に
関
わ
る（（（
（

。

　

１
．
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
擁
護
拒
否　
　

本
事
案
が
連
邦
地
裁
に
係
属
中
の
二
〇
一
一
年
二
月
二
三
日
、
ホ
ル
ダ
ー
（Eric H

. H
older, 

Jr.

）
司
法
長
官（（（
（

は
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
三
条
は
、
州
法
の
も
と
で
合
法
に
婚
姻
し
た
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
修
正
五

条
の
平
等
条
項
に
抵
触
す
る
違
憲
な
法
律
で
あ
る
か
ら
、
係
争
中
の
訴
訟
に
お
い
て
同
法
を
擁
護
し
な
い
よ
う
に
オ
バ
マ
大
統
領
か

ら
指
示
を
受
け
た
旨
を
ベ
イ
ナ
ー
（John Boehner

）
下
院
議
長
宛
て
に
書
簡
で
報
告
し
た（（（
（

（
以
下
、
ホ
ル
ダ
ー
書
簡
と
記
す
）。
そ

の
具
体
的
内
容
は
、
大
要
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
番
号
と
傍
点
は
筆
者
）。

①
性
的
指
向
に
基
づ
く
差
別
が
合
理
性
の
審
査
（rational basis review

）
に
服
す
る
の
か
、
そ
れ
よ
り
も
高
め
ら
れ
た
審
査
（som

e 
form

 of heightened scrutiny

）
に
服
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
直
接
述
べ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
執
行
府
は
、
前
者
の
審
査

基
準
を
採
用
し
た
先
例
を
有
す
る
連
邦
裁
判
所
に
係
属
し
た
事
案
で
は
、
そ
の
先
例
に
従
っ
て
き
た（

（（
（

。
し
か
し
、
現
在
係
争
中
の
二
つ
の

訴
訟（

（（
（

が
係
属
す
る
法
域
で
は
、
審
査
基
準
に
つ
い
て
の
拘
束
的
先
例
が
存
在
し
な
い
た
め
、
執
行
府
と
し
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
態
度

決
定
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

②
そ
こ
で
、
関
連
す
る
最
高
裁
の
判
例
等
を
検
討
し
執
行
府
と
し
て
熟
議
を
重
ね
た
結
果
、
大
統
領
と
私
は
、
性
的
指
向
に
基
づ
く
差
別
に

は
高
め
ら
れ
た
審
査
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
三
条
に
こ
の
基
準
を
適
用
し
た
場
合
、
同
規
定
は
違
憲
で
あ
る
と
い
う
結

論
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
次
の
理
由
に
よ
る
。

③
最
高
裁
判
例
は
、
高
め
ら
れ
た
審
査
が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、
⑴
問
題
の
グ
ル
ー
プ
が
歴
史
的
に
差
別
さ
れ
て

き
た
か
、
⑵
差
別
さ
れ
る
個
人
は
、
切
り
離
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
る
と
い
う
明
白
で
不
変
ま
た
は
顕
著
な
特
徴
を
示
し
て
い
る

か
、
⑶
当
該
グ
ル
ー
プ
が
少
数
者
ま
た
は
政
治
的
力
の
な
い
グ
ル
ー
プ
か
、
⑷
当
該
グ
ル
ー
プ
を
切
り
離
す
特
徴
は
、
正
当
な
政
策
目
的
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と
関
連
性
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
ま
た
は
当
該
個
人
の
社
会
に
対
す
る
行
為
も
し
く
は
寄
与
と
関
連
性
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
、

と
い
っ
た
諸
要
素
を
検
討
し
て
き
た（

（（
（

。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
い
ず
れ
も
、
性
的
指
向
に
基
づ
く
差
別
に
対
し
て
高
め
ら
れ
た
審
査

を
適
用
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
す
る
。

④
高
め
ら
れ
た
審
査
の
も
と
で
は
、
区
別
が
「
重
要
な
政
府
利
益
に
実
質
的
に
関
連
す
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る（

（（
（

。
そ
し
て
、

区
別
の
「
正
当
化
理
由
は
、
現
実
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
訴
訟
に
対
応
す
る
た
め
に
事
後
的
に
仮
定
な
い
し
創
出
し
た
理
由
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い（

（（
（

」。
そ
う
す
る
と
、
高
め
ら
れ
た
審
査
の
も
と
で
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
三
条
を
擁
護
す
る
た
め
に
は
、
現
実
の
連
邦
議
会
に
お

け
る
同
条
項
の
立
法
目
的
を
探
る
必
要
が
あ
る
が
、
現
実
の
連
邦
議
会
に
お
け
る
審
議
状
況
を
見
る
と
、
同
性
愛
に
対
す
る
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
の
偏
見
が
散
見
さ
れ
る
。

⑤
大
統
領
は
、
我
々
の
勧
告
を
含
め
多
様
な
要
素
を
慎
重
に
検
討
し
た
結
果
、
性
的
指
向
に
基
づ
く
区
別
は
高
め
ら
れ
た
審
査
に
服
す
る
こ

と
、
そ
し
て
こ
の
審
査
の
も
と
で
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
三
条
は
、
同
性
婚
に
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
違
憲
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

そ
し
て
大
統
領
は
、
司
法
省
に
対
し
、
現
在
係
属
中
の
二
つ
の
訴
訟
に
お
い
て
、
同
規
定
を
擁
護
し
な
い
よ
う
に
指
示
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

⑥
他
方
で
大
統
領
は
、
司
法
省
に
対
し
、
議
会
が
同
規
定
を
廃
止
す
る
ま
で
、
あ
る
い
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
同
規
定
は
違
憲
で
あ
る
と
明
確

に
判
断
さ
れ
る
ま
で
、
合
衆
国
憲
法
の
誠
実
執
行
条
項
（
二
条
三
節
一
項
）
に
照
ら
し
、
同
規
定
を
執
行
し
続
け
る
よ
う
に
指
示
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

こ
れ
は
、
議
会
の
立
法
権
を
尊
重
す
る
と
と
も
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
裁
判
所
が
提
起
さ
れ
た
憲
法
訴
訟
の
最
終
的
な
判
定
者
で
あ
る
こ
と
を
尊
重
し
た
行

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

動0

で
あ
る
。

⑦
こ
れ
ま
で
司
法
省
は
、
議
会
が
適
正
に
制
定
し
た
法
律
に
つ
き
、
そ
れ
を
擁
護
す
る
合
理
的
な
議
論
（reasonable argum

ent

）
が
可

能
で
あ
る
場
合
に
は
擁
護
し
て
き
た
と
い
う
伝
統
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
司
法
省
に
は
、「
専
門
的
に
み
て
責
任
あ
る
議
論

（professionally responsible argum
ents

）」
が
可
能
で
あ
る
場
合
で
も
、
法
律
を
擁
護
し
な
か
っ
た
と
い
う
伝
統
も
存
す
る
。
そ
の

ひ
と
つ
が
、
⑴
「
す
べ
て
の
も
っ
と
も
ら
し
い
議
論
（every plausible argum

ent

）」
が
「
合
理
的
」
と
は
思
わ
れ
な
い
と
い
う
稀

有
（rare

）
な
場
合
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
が
、
⑵
大
統
領
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
は
違
憲
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
場
合（

（（
（

で
あ
る
。
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以
上
の
論
拠
に
基
づ
き
、
司
法
省
は
、
現
在
係
争
中
の
二
件
の
訴
訟
を
担
当
す
る
連
邦
地
裁
に
執
行
府
と
し
て
の
立
場
を
伝
え
る

よ
う
指
示
す
る
と
と
も
に
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
て
い
る
他
の
裁
判
所
に
も
そ
の
旨
を
伝
え
る
よ
う
指
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

２
．
連
邦
議
会
の
対
応　
　

予
想
に
違
わ
ず
、
こ
の
オ
バ
マ
政
権
の
対
応
は
一
部
か
ら
大
き
な
反
発
を
招
い
た（（（
（

。
ホ
ル
ダ
ー
書
簡

の
名
宛
人
の
下
院
議
長
ベ
イ
ナ
ー
は
、「
超
党
派
法
律
諮
問
会
議
（Bipartisan Legal A

dvisory Group, 

B
L
A
G
）」
を
招
集
し
た（（（
（

。

Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｇ
と
は
、
下
院
議
長
、
多
数
党
院
内
総
務
、
多
数
党
院
内
幹
事
、
少
数
党
院
内
総
務
、
少
数
党
院
内
幹
事
の
五
名
に
よ
り
構

成
さ
れ
、
下
院
法
律
顧
問
局
（O

ffi
ce of General Counsel

）
に
対
し
て
、
下
院
の
た
め
に
法
的
行
動
を
と
る
よ
う
に
指
示
す
る
権

限
を
持
つ
委
員
会
（panel
）
で
あ
る（（（
（

。
Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｇ
は
、
三
対
二
で
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
三
条
の
合
憲
性
を
擁
護
す
る
た
め
に
訴
訟
に
介
入
す

る
旨
を
評
決
し
――

賛
成
の
三
票
は
共
和
党
議
員
、
反
対
の
二
票
は
民
主
党
議
員
だ
っ
た（（（
（

――

、
Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
（George 

W
. Bush

）
政
権
時
に
訟
務
長
官
を
務
め
た
ク
レ
メ
ン
ト
（Paul Clem

ent

）
を
雇
い
、
本
件
訴
訟
に
関
与
す
る
こ
と
と
な
っ
た（（（
（

。
訴

訟
の
結
末
――

Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
合
憲
性
――

に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

３
．
問
題
の
所
在
と
本
稿
の
目
的　
　

以
上
に
瞥
見
し
た
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
政
治
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
な
か
で
浮
上

し
た
憲
法
上
の
論
点
は
、
①
大
統
領
に
は
自
身
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
を
執
行
す
る
義
務
が
あ
る
の
か
否
か
、
②
大
統
領
に
は

自
身
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
を
訴
訟
に
お
い
て
擁
護
す
る
義
務
が
あ
る
の
か
否
か
、
③
関
連
し
て
、
今
回
の
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
に
対
す

る
オ
バ
マ
政
権
の
対
応
の
よ
う
に
、
大
統
領
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
を
執
行
し
つ
つ
も
、
訴
訟
に
お
い
て
擁
護
を
拒
否
す
る
と

い
う
対
応
、
ハ
ク
（A

ziz Z. H
uq

）
の
言
葉
を
借
り
て
別
言
す
れ
ば
、「
執
行
段
階
と
訴
訟
段
階
の
ギ
ャ
ッ
プ（（（
（

（enforcem
ent-

litigation gap

）」
を
憲
法
上
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
、
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
本
稿
は
、
主
に
②
と
③
の
論
点
に
つ
い
て
検
討
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
大
統
領
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
を
執
行
す
る
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
、
学
説
と
政
府
の
立
場
を
見
る
こ
と
に
す
る
が

（
Ⅱ
）、
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
以
前
に
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で（（（
（

、
本
稿
で
は
概
観
に
と
ど
め
た
い
。
次
に
、
Ⅱ
の
検
討
を
踏
ま
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え
た
う
え
で
、
大
統
領
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
を
訴
訟
に
お
い
て
擁
護
す
る
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的
実
践
と
学

説
の
議
論
状
況
を
見
て
い
く
（
Ⅲ
）。
そ
し
て
最
後
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
ア
メ
リ
カ
の
議
論
が
日
本
に
対
し
て
与
え
る
示
唆
に

つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
（
Ⅳ
）。

Ⅱ　

大
統
領
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
の
執
行
に
つ
い
て

　

Ⅱ
で
は
、
そ
も
そ
も
大
統
領
は
、
自
身
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
を
執
行
す
る
憲
法
上
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う

論
点
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
ま
ず
、
そ
れ
を
執
行
す
る
義
務
が
あ
る
と
す
る
説
と
執
行
す
る
義
務
は
な
い
と
す
る
説
を
主
張
す
る
論

者
を
取
り
上
げ
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
（
㈠
）。
そ
の
う
え
で
、
執
行
府
が
現
実
に
採
用
し
て
い
る
中
道
的
な
立
場
を
取
り
上

げ
る
（
㈡
）。

　

㈠　

学
説
の
議
論
状
況

　

１
．
執
行
す
る
義
務　
　
「
違
憲
」
な
法
律
を
執
行
す
る

0

0

義
務
が
あ
る
と
す
る
代
表
的
論
者
が
、
メ
イ
（Christopher N

. M
ay

）

で
あ
る
。
メ
イ
に
よ
る
と
、
法
律
の
執
行
拒
否
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
一
六
八
九
年
の
「
権
利
章
典
（Bill of Rights

）」
で
否
定

さ
れ
た
国
王
大
権
（Royal Prerogative

）
の
リ
バ
イ
バ
ル
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
合
衆
国
憲
法
の
制
憲
者
ら
が
イ
ギ

リ
ス
の
権
利
章
典
を
め
ぐ
る
状
況
を
熟
知
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
…
…
大
統
領
は
、
法
律
が
忠
実
に
執
行
さ
れ
る
こ
と
に

留
意
」
す
る
と
定
め
た
合
衆
国
憲
法
二
条
三
節
一
項
の
誠
実
執
行
条
項
は
、
国
王
大
権
に
等
し
い
権
限
を
大
統
領
が
行
使
す
る
こ
と

を
否
定
し
た
も
の
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
大
統
領
が
法
律
を
違
憲
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
し
て
も
、
そ

れ
を
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
論
じ
て
い
る（（（
（

。
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２
．
執
行
し
な
い
義
務　
　

他
方
、「
違
憲
」
な
法
律
を
執
行
し
な
い

0

0

0

義
務
が
あ
る
と
す
る
論
者
と
し
て
、
た
と
え
ば
プ
ラ
カ

シ
ュ
（Saikrishna Bangalore Prakash

）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ラ
カ
シ
ュ
は
、
①
合
衆
国
憲
法
に
反
す
る
法
令
は
無
効

で
あ
る
か
ら
、
合
衆
国
憲
法
は
違
憲
な
法
律
を
執
行
す
る
権
限
を
大
統
領
に
与
え
て
い
な
い
、
②
合
衆
国
憲
法
二
条
一
節
八
項
が
大

統
領
に
対
し
て
「
私
は
、
合
衆
国
大
統
領
の
職
務
を
誠
実
に
執
行
し
、
全
力
を
尽
く
し
て
、
合
衆
国
憲
法
を
維
持
し
、
保
護
し
、
擁

護
す
る
こ
と
を
厳
粛
に
誓
う
（
ま
た
は
確
約
す
る
）」
と
い
う
宣
誓
ま
た
は
確
約
を
、
職
務
の
遂
行
を
開
始
す
る
前
に
求
め
て
い
る
、

③
誠
実
執
行
条
項
お
よ
び
合
衆
国
憲
法
六
条
二
項
が
定
め
る
最
高
法
規
条
項
に
よ
り
、
大
統
領
は
違
憲
な
法
律
で
は
な
く
憲
法
に
従

う
義
務
が
あ
る
こ
と
等
に
照
ら
し
、
大
統
領
は
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
に
直
面
し
た
際
に
は
そ
れ
を
執
行
し
な
い
義
務
が
あ
る
と

論
じ
て
い
る（（（
（

。

　

３
．
両
説
の
問
題
点　
　

し
か
し
、
両
説
と
も
に
極
端
か
つ
一
方
的
で
あ
り
、
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
過
ぎ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る（（（
（

。

こ
こ
で
は
、
主
に
メ
ル
ツ
ァ
ー
（D

aniel J. M
eltzer

）
の
議
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
両
説
の
問
題
点
を
見
て
い
こ
う（（（
（

。

　

ま
ず
、「
執
行
す
る
義
務
説
」
に
対
し
て
は
、
①
明
ら
か
に
憲
法
と
矛
盾
・
対
立
す
る
法
律
に
対
し
て
も
執
行
義
務
が
あ
る
と
す

る
こ
と
は
、
誠
実
執
行
条
項
と
む
し
ろ
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
、
②
現
実
の
司
法
省
の
実
践
と
合
致
し
て
い
な
い
、
③
連
邦
議
会

は
司
法
長
官
に
対
し
、
⑴
執
行
府
が
制
定
法
の
執
行
を
控
え
る
と
決
定
し
た
場
合
、
⑵
当
該
条
項
を
擁
護
し
な
い
と
決
定
し
た
場
合
、

⑶
当
該
規
定
の
合
憲
性
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
与
え
る
裁
判
所
の
判
決
に
上
訴
し
な
い
と
決
め
た
場
合
な
ど
に
つ
き
、
そ
の
旨
を
議

会
に
対
し
て
報
告
す
る
よ
う
に
規
定
す
る
連
邦
法（（（
（

――

Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
擁
護
拒
否
を
下
院
議
長
に
報
告
し
た
際
の
根
拠
条
文
――

を
制

定
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
議
会
は
、
執
行
府
に
よ
る
法
律
の
執
行
拒
否
や
擁
護
拒
否
を
黙
示
的
に
認
め
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る（（（
（

。
さ
ら
に
、
④
「
執
行
す
る
義
務
説
」
は
、
基
本
的
に
大
統
領
の
独
立
し
た
憲
法
解
釈
権
を
否
定
す
る

前
提
に
立
つ
が
、
す
べ
て
の
憲
法
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
を
裁
判
所
が
判
断
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
事
実
に
照
ら
す
と
、
か

か
る
前
提
が
成
立
す
る
か
疑
わ
し
い（（（
（

。
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他
方
、「
執
行
し
な
い
義
務
説
」
に
対
し
て
は
、
①
そ
も
そ
も
の
問
題
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
が
違
憲
か
ど
う
か
に
つ
い

て
、
誰
の
判
断
を
優
越
さ
せ
る
べ
き
か
で
あ
っ
て
、
一
律
に
大
統
領
が
違
憲
と
考
え
る
法
律
に
つ
い
て
執
行
義
務
を
免
除
す
る
こ
と

は
、
大
統
領
を
し
て
憲
法
の
意
味
の
判
断
者
に
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
②
合
衆
国
憲
法
六
条
三
項
は
、
上
下
院
議
員
、
衆
議

院
、
合
衆
国
お
よ
び
州
の
行
政
官
な
ら
び
に
司
法
官
に
も
、
憲
法
を
支
持
し
擁
護
す
る
義
務
を
課
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
憲
法
二

条
一
節
八
項
の
宣
誓
条
項
を
理
由
に
、
大
統
領
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
を
執
行
し
な
い
義
務
を
導
出
す
る
と
な
る
と
、
大
統
領

以
下
す
べ
て
の
公
務
員
も
、
自
身
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
を
執
行
し
な
い
義
務
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
③
理
論

上
は
と
も
か
く
、
現
実
に
執
行
府
が
他
権
か
ら
独
立
し
て
包
括
的
な
憲
法
解
釈
を
行
う
こ
と
を
想
定
困
難
で
あ
る
、
と
い
っ
た
問
題

点
を
指
摘
で
き
る（（（
（

。
さ
ら
に
、
④
「
執
行
し
な
い
義
務
説
」
は
、
大
統
領
は
独
立
し
た
憲
法
解
釈
権
限
を
有
し
て
い
る
と
い
う
前
提

の
う
え
に
成
り
立
つ
議
論
で
あ
る
が
、
こ
の
前
提
を
貫
徹
し
た
場
合
に
生
じ
う
る
弊
害
――

た
と
え
ば
、
論
理
的
に
は
具
体
的
な
事

件
に
お
け
る
司
法
判
断
の
執
行
拒
否
も
可
能
と
な
る
な
ど
、
他
権
の
憲
法
解
釈
を
尊
重
し
な
く
な
る
と
い
っ
た
弊
害
――

を
踏
ま
え

る
と
、
果
た
し
て
憲
法
が
そ
の
よ
う
な
前
提
に
立
つ
と
い
え
る
か
ど
う
か
疑
問
が
残
る（（（
（

。

　

㈡　

執
行
府
の
見
解
――

中
道
的
立
場

　

結
局
、「
執
行
す
る
義
務
説
」
も
、「
執
行
し
な
い
義
務
説
」
も
極
論
（absolutist view

）
で
あ
り
、
に
わ
か
に
は
賛
同
で
き
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る（（（
（

。
そ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が
、
実
務
を
支
配
す
る
見
解
で
あ
る
と
と
も
に
、
両
説
の
中
道
的
な
立
場
で
も
あ
る

司
法
省
の
見
解
で
あ
る
。

　

司
法
省
の
見
解
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
（Bill Clinton

）
政
権
時
に
司
法
省
法
律
顧
問
局（（（
（

（O
ffi

ce of Legal Counsel for the U
nited 

States D
epartm

ent of Justice, 

Ｏ
Ｌ
Ｃ
）
の
局
長
を
務
め
た
デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
（W

alter D
ellinger

）
の
名
義
で
一
九
九
四
年
に
作

成
さ
れ
た
「
違
憲
な
法
律
の
執
行
を
拒
否
す
る
大
統
領
の
権
限
」
と
題
さ
れ
た
メ
モ（（（
（

（
以
下
、
デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
・
メ
モ
と
記
す
）
に
お
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い
て
示
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
以
下
、
そ
の
内
容
を
見
て
い
こ
う
。

　

１
．
判
例
と
歴
史
的
実
践
か
ら　
　

デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
・
メ
モ
は
、
そ
の
冒
頭
で
、「
大
統
領
が
違
憲
と
信
じ
る
法
律
に
つ
き
、
大

統
領
が
執
行
し
な
く
と
も
よ
い
状
況
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
議
論
の
余
地
が
な
い
」
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、

判
例
が
こ
れ
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
く
は
、
大
統
領
の
罷
免
権
を
制
約
す
る
連
邦
法
――

大
統
領
の
拒
否
権

を
乗
り
越
え
て
成
立
し
た
連
邦
法
――

は
違
憲
で
あ
る
と
し
て
、
大
統
領
が
当
該
連
邦
法
を
無
視
し
て
郵
便
局
長
を
罷
免
し
た
こ
と

が
問
題
と
な
っ
た
一
九
二
六
年
のM

yers v. U
nited States

連
邦
最
高
裁
判
決（（（
（

に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
法
律
を
無
視
し
た

大
統
領
の
行
為
を
咎
め
る
こ
と
な
く
、
当
該
法
律
を
違
憲
と
判
断
し
て
い
る
。
ま
た
近
年
、
一
九
九
一
年
のFreytag v. 

Com
m

issioner

連
邦
最
高
裁
判
決（（（
（

で
は
、
大
統
領
に
は
大
統
領
の
権
限
を
侵
害
す
る
法
律
を
拒
否
す
る
権
限
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ

が
違
憲
で
あ
る
場
合
に
は
無
視
す
る
権
限
が
あ
る
と
述
べ
た
ス
カ
リ
ア
（A

ntonin Scalia

）
判
事
の
一
部
同
意
・
結
論
同
意
意
見
に

四
名
が
賛
同
し
て
い
る（（（
（

。
さ
ら
に
、
一
九
五
二
年
のY

oungstow
n Sheet &

 T
ube Co. v. Saw

yer

連
邦
最
高
裁
判
決（（（
（

の
ジ
ャ

ク
ソ
ン
（Robert. H

. Jackson

）
判
事
同
意
意
見
に
お
い
て
、
法
律
の
規
定
と
は
異
な
っ
た
行
動
を
と
る
大
統
領
の
権
限
が
存
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る（（（
（

。
第
二
に
、
現
実
の
執
行
府
の
実
践
と
も
一
致
し
て
お
り
、
司
法
長
官
、
Ｏ
Ｌ
Ｃ
が
作
成
し
た
数
々
の
意

見
（O

pinions

）
で
も
こ
の
立
場
が
採
用
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う（（（
（

。

　

２
．
執
行
義
務
の
有
無
の
場
合
分
け　
　

こ
う
し
て
デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
大
統
領
は
い
か
な
る
場
合
に
違
憲
と
考
え
る
法
律
の
執

行
を
拒
否
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
に
進
ん
で
い
く
（
番
号
は
原
文
、
傍
点
は
筆
者
）。

①
大
統
領
の
執
行
府
と
権
限
は
憲
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
、
憲
法
の
拘
束
を
受
け
る
の
で
あ
り
、
大
統
領
は
そ
の
範
囲
内
で
行
動
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
大
統
領
に
は
、
憲
法
を
含
む
「
法
（law

s

）」
に
従
う
義
務
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
憲
法
二
条
三
節
一
項
の
誠
実
執

行
条
項
、
憲
法
二
条
八
節
一
項
の
宣
誓
条
項
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。



517

「違憲」な法律の執行義務と擁護義務

②
大
統
領
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
案
が
連
邦
議
会
で
審
議
中
で
あ
れ
ば
、
迅
速
に
違
憲
部
分
を
明
ら
か
に
し
、
懸
念
を
連
邦
議
会
に
伝

え
、
そ
の
改
善
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
違
憲
の
疑
い
の
あ
る
法
律
案
が
連
邦
議
会
を
通
過
し
、
大
統
領
に
提
出
さ
れ
る

場
合
も
あ
る
。

③
大
統
領
は
、
連
邦
議
会
を
通
過
し
た
法
律
の
合
憲
性
を
推
定
す
べ
き
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に
違
憲
と
思
わ
れ
る
場
合
も
存
す
る
。
そ
の
よ

う
な
場
合
、
当
該
法
律
が
合
憲
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
大
統
領
は
独
立
し
た
判
断
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

か
か
る
判
断
に
際
し
て
大
統
領
は
、
連
邦
議
会
が
当
該
法
律
を
合
憲
と
考
え
て
通
過
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
多
大
な
敬
譲
を

示
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
憲
法
上
の
問
題
を
避
け
る
よ
う
な
憲
法
適
合
的
解
釈
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

④
法
律
の
合
憲
性
を
め
ぐ
る
連
邦
議
会
と
大
統
領
の
対
立
を
解
決
す
る
に
際
し
て
、
連
邦
最
高
裁
が
「
特
別
の
役
割

0

0

0

0

0

（special role

）」
を

果
た
す
。
す
な
わ
ち
、
一
般
論
と
し
て
い
え
ば
、
連
邦
最
高
裁
が
当
該
法
律
を
合
憲
と
判
断
す
る
で
あ
ろ
う
と
大
統
領
が
考
え
る
場
合
に

は
、
大
統
領
は
、
自
身
の
判
断
が
最
高
裁
と
一
致
し
な
い
と
し
て
も
当
該
法
律
を
執
行
す
べ
き
で
あ
る
。
他
方
、
大
統
領
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
法
律
を
違
憲
で
あ
る
と
考
え
、
最
高
裁
も
そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
で
あ
ろ
う
と
大
統
領
が
考
え
る
場
合
に
は
、
大
統
領
に
は
当
該

法
律
の
執
行
を
拒
否
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
る
。

⑤
大
統
領
の
独
立
し
た
判
断
の
結
果
、
法
律
が
違
憲
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
場
合
、
大
統
領
は
当
該
法
律
を
執
行
す
る
か
否
か
の
判

断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
執
行
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
際
し
て
は
、
執
行
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
、
関
連
す
る
個
人
の
権
利

に
及
ぶ
影
響
、
執
行
府
の
憲
法
上
の
権
限
に
対
し
て
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
の
慎
重
な
衡
量
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
連
邦
最

0

0

0

高
裁
が
当
該
法
律
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
機
会
が
存
す
る
可
能
性
も
ま
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
執
行
す
る
か
否
か
の
判
断
に
関
連
す
る
要
素

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。

⑥
大
統
領
に
は
、
執
行
府
に
憲
法
上
与
え
ら
れ
た
権
限
を
侵
害
す
る
違
憲
な
規
定
に
抗
す
る
重
大
な
責
任
（enhanced responsibility

）

が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
法
律
で
あ
る
と
大
統
領
が
考
え
る
場
合
に
は
、
連
邦
最
高
裁
が
大
統
領
と
は
異
な
る
考
え
を
採
る
で
あ
ろ
う
と
大

統
領
が
信
じ
る
場
合
を
除
き
、
自
身
の
執
行
府
を
擁
護
し
、
当
該
法
律
に
従
わ
な
い
権
限
を
有
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
仮
に
大
統
領
が
執

行
拒
否
を
し
な
い
と
な
る
と
、
当
該
法
律
の
合
憲
性
を
連
邦
最
高
裁
が
審
査
す
る
機
会
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
結
果
、
執
行
権
に
対
す
る

違
憲
な
制
限
が
容
認
さ
れ
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
問
題
が
司
法
判
断
に
適
さ
な
い
場
合
も
あ
る
。
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そ
し
て
司
法
が
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
か
を
考
慮
す
る
手
掛
か
り
が
大
統
領
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
場
合
、
大
統
領
は
自
ら
の

責
任
に
お
い
て
、
執
行
府
に
与
え
ら
れ
た
憲
法
上
の
権
限
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
二
六
年
のM

yers v. U
nited States

連

邦
最
高
裁
判
決（

（（
（

が
こ
の
場
合
に
該
当
す
る
た
め
、
参
照
に
値
す
る（

（（
（

。

⑦
以
上
の
分
析
は
、
問
題
と
な
る
法
律
に
大
統
領
が
署
名
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
変
わ
ら
な
い
。
憲
法
の
文
言
は
、
誰
が
法

律
案
に
署
名
し
た
か
に
よ
る
区
別
を
設
け
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
権
利
放
棄
（w

aiver

）
な
い
し
禁
反
言
（estoppel

）
の
原
則
と
の
ア

ナ
ロ
ジ
ー
は
こ
の
文
脈
で
は
成
立
し
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
以
降
の
す
べ
て
の
大
統
領
は
、
法
律
案
へ
の
署

名
に
際
し
て
、
違
憲
な
規
定
の
執
行
を
拒
否
す
る
旨
を
述
べ
る
署
名
声
明（

（（
（

（signing statem
ents

）
を
出
す
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
る（

（（
（

。

ま
た
、
一
九
八
三
年
のIN

S v. Chadha

連
邦
最
高
裁
判
決（

（（
（

に
お
い
て
、「
憲
法
上
の
見
地
か
ら
異
議
あ
る
部
分
を
含
む
法
律
を
大
統
領

が
承
認
す
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る（

（（
（

。

　

こ
う
し
て
デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
は
、「
違
憲
」
な
法
律
に
直
面
し
た
場
合
、
一
定
の
場
合
に
は
執
行
拒
否
も
許
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
中
道
的
な
立
場
を
採
用
し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
見
解
が
実
務
を
支
配
す
る
見
解
で
あ

る
と
と
も
に
、
学
説
上
も
基
本
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
立
場
で
あ
る
と
思
わ
れ
る（（（
（

。

　

そ
う
す
る
と
次
に
検
討
を
要
す
る
問
題
は
、
こ
の
立
場
と
「
擁
護
拒
否
」
と
の
関
係
で
あ
る
。

Ⅲ　

大
統
領
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
の
擁
護
に
つ
い
て

　

Ⅱ
で
は
、
大
統
領
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
の
執
行
拒
否
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
Ⅲ
で
は
、
大
統
領
が
「
違
憲
」
と
考
え
る

法
律
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
訴
訟
に
お
い
て
擁
護
す
る
義
務
を
負
う
の
か
否
か
と
い
う
論
点
、
さ
ら
に
、
大
統
領
が
「
違
憲
」
と
考
え

る
法
律
を
執
行
し
つ
つ
も
訴
訟
に
お
い
て
そ
の
擁
護
を
拒
否
す
る
と
い
う
対
応
――

Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
に
対
し
て
オ
バ
マ
政
権
が
採
っ
た
対



519

「違憲」な法律の執行義務と擁護義務

応
――

の
是
非
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
お
、
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
に
際
し
て
は
、
訟
務
長
官
の
役
割
論（（（
（

も
重
要
で
あ
る
が（（（
（

、
本

稿
で
は
紙
幅
の
都
合
上
、
こ
の
論
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
差
し
控
え
る
こ
と
に
し
た
い（（（
（

。

　

ま
ず
、
Ⅱ
で
検
討
し
た
「
執
行
義
務
」
と
の
関
連
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
大
統
領
が
違
憲
と
考
え
る
法
律
を
擁
護
す
る
義
務
の
有
無

に
つ
い
て
考
察
し
（
㈠
）、
実
際
に
擁
護
拒
否
が
行
わ
れ
た
例
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
一
義
的
に
擁
護
義
務
の
有
無
を
論
じ
る
こ
と

は
で
き
ず
、
個
別
具
体
的
な
判
断
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
立
場
を
採
用
す
る
（
㈡
）。
そ
の
う
え
で
、
今
回
の
オ
バ
マ
政
権
に
よ
る

Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
擁
護
拒
否
の
是
非
を
論
じ
る
有
力
な
論
者
の
議
論
を
取
り
上
げ
た
う
え
（
㈢
、
㈣
）、
擁
護
拒
否
と
司
法
判
断
適
合
性
と

い
う
論
点
に
も
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
（
㈤
）。

　

㈠　

執
行
拒
否
と
擁
護
拒
否
と
の
関
係

　

１
．
解
釈
上
の
統
合
失
調
症
？　
　

先
に
大
統
領
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
を
執
行
す
る
義
務
に
関
す
る
学
説
の
立
場
を
見
た

が
（
Ⅱ
㈠
１
、
２
）、
当
該
法
律
を
執
行
す
る
義
務
が
あ
る
と
す
れ
ば
擁
護
す
る
義
務
も
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
逆
に
、
執
行
し
な
い
義

務
が
あ
る
と
す
れ
ば
擁
護
し
な
い
義
務
が
あ
る
は
ず
、
と
い
う
の
が
素
直
な
思
考
の
流
れ
で
あ
ろ
う（（（
（

。
た
と
え
ば
プ
ラ
カ
シ
ュ
は
、

デ
ビ
ン
ス
（N

eal D
evins

）
と
の
共
著
論
文
に
お
い
て
、「
大
統
領
が
違
憲
と
考
え
る
連
邦
法
を
擁
護
す
る
義
務
は
存
在
し
な
い
」

し
、「
そ
う
し
た
法
律
を
執
行
す
る
義
務
も
存
在
し
な
い
」
と
論
じ
て
い
る（（（
（

。
別
の
論
者
も
、
執
行
す
る
が
擁
護
し
な
い
と
い
う
対

応
は
、
憲
法
二
条
に
よ
り
大
統
領
に
課
さ
れ
た
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
よ
り
も
権
力
分
立
を
優
先
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
順
序
が
あ
べ

こ
べ
の
議
論
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る（（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
す
る
と
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
を
執
行
す
る
が
訴
訟
に
お
い
て
擁
護
し
な
い
と
い
う
オ
バ
マ
政
権
の
対
応
は
、
あ
る

論
者
の
立
場
を
借
り
て
い
え
ば
、「
解
釈
論
上
の
統
合
失
調
症（（（
（

」
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
も
致
し
方
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

２
．
執
行
拒
否
と
擁
護
拒
否
の
相
違　
　

し
か
し
な
が
ら
、
執
行
拒
否
と
擁
護
拒
否
と
の
間
に
は
見
逃
せ
な
い
違
い
も
存
す
る
。
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こ
の
点
に
つ
き
、
ジ
ョ
ン
セ
ン
（D

ow
n Johnsen

）
は
、
大
統
領
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
場
合
、
議
会
が
当
該

規
定
を
自
発
的
に
廃
止
す
る
と
い
う
の
が
最
も
望
ま
し
い
が
、
こ
れ
が
期
待
で
き
な
い
場
合
に
は
、
執
行
拒
否
よ
り
も
擁
護
拒
否
の

ほ
う
が
憲
法
的
に
望
ま
し
い
道
筋
で
あ
る
と
い
う（（（
（

。
①
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
よ
う
に
、
該
当
者
か
ら
何
ら
か
の
利
益
を
奪
う
法
律
を
執
行
拒

否
す
る
場
合
、
そ
こ
に
何
ら
の
権
利
侵
害
も
存
し
な
い
こ
と
に
な
る
た
め
、
当
該
法
律
に
関
す
る
司
法
判
断
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
し

ま
う
の
に
対
し
、
執
行
す
る
が
擁
護
し
な
い
場
合
に
は
、
司
法
判
断
の
途
が
開
か
れ
る
、
②
内
密
に
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
執
行

拒
否
と
は
異
な
り
、
擁
護
拒
否
の
場
合
、
公
開
裁
判
の
場
に
お
い
て
当
事
者
が
擁
護
を
拒
否
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
主
張
を
展
開
す

る
た
め
、
透
明
性
が
保
証
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る（（（
（

。

　

別
の
論
者
は
、
執
行
拒
否
よ
り
も
、
執
行
し
た
う
え
で
擁
護
を
拒
否
す
る
と
い
う
選
択
の
ほ
う
が
、
議
会
と
の
関
係

0

0

0

0

0

0

で
権
力
分
立

の
原
理
を
尊
重
す
る
手
法
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
①
擁
護
拒
否
の
場
合
は
、
執
行
府
に
よ
る
法
制
定
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
回
避
で

き
る
、
②
法
律
を
執
行
す
る
こ
と
で
、
象
徴
的
と
は
い
え
、
議
会
に
対
す
る
敬
譲
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
、
③
議
会
に
当
該
法
律
を

擁
護
す
る
機
会
を
提
供
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る（（（
（

。
そ
し
て
司
法
と
の
関
係

0

0

0

0

0

0

で
も
、
擁
護
拒
否
は
、
①
司
法
判
断

の
機
会
を
確
保
し
、
②
裁
判
所
に
多
様
な
見
解
に
触
れ
る
機
会
を
提
供
す
る
と
し
て
、
執
行
拒
否
よ
り
も
司
法
を
尊
重
す
る
手
法
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る（（（
（

。
要
す
る
に
、「
執
行
段
階
と
擁
護
段
階
の
ギ
ャ
ッ
プ
」
戦
略
は
、「
大
統
領
は
法
律
の
執
行
を
通
じ
て
そ
の

効
力
を
認
め
つ
つ
、
議
会
に
同
法
を
擁
護
す
る
機
会
を
与
え
、
と
り
わ
け
裁
判
所
に
対
し
て
、
同
法
の
合
憲
性
に
つ
い
て
大
統
領
が

抱
い
て
い
る
懸
念
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る（（（
（

」
手
法
で
あ
り
、「
政
府
の
三
つ
の
部
門
間
の
生
産
的
な
憲
法
的
対
話
を
促
進
さ
せ
る

と
い
う
有
益
な
効
果
を
有
す
る（（（
（

」
と
い
う
の
で
あ
る（（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
執
行
拒
否
と
擁
護
拒
否
と
の
間
に
相
違
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
両
者
を
同
一
に
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
Ⅱ
で
論
じ
た
よ
う
に
、
大
統
領
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
に
つ
き
、
そ
れ
を
執
行
す
る
義

務
が
あ
る
と
い
う
説
も
、
逆
に
執
行
し
な
い
義
務
が
あ
る
と
す
る
説
も
、
ど
ち
ら
も
極
論
で
あ
り
、
執
行
府
は
基
本
的
に
両
者
の
中



521

「違憲」な法律の執行義務と擁護義務

道
的
な
立
場
――

デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
・
メ
モ
の
立
場
――

を
採
用
し
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
一
見
す
る
と
も
っ
と
も
ら
し
く
聞
こ

え
る
「
解
釈
論
上
の
統
合
失
調
症
」
と
い
う
批
判
は
、
擁
護
拒
否
に
対
す
る
致
命
的
な
批
判
と
は
な
り
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

㈡　

擁
護
拒
否
の
歴
史
的
実
践
例

　

さ
ら
に
、「
訴
訟
に
お
い
て
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
擁
護
と
い
う
問
題
は
、
法
律
の
執
行
拒
否
の
問
題
と
は
別
個

で
は
あ
る
が
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
一
般
的
に
執
行
府
は
、
執
行
拒
否
の
場
合
と
概
ね
同
じ
基
準
に
従
っ
て
き
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
（
（（
（

と
指
摘
さ
れ

る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
、
執
行
拒
否
に
関
す
る
デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
・
メ
モ
に
近
い
立
場
か
ら
擁
護
拒
否
が
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実（（（
（

も
ま
た
、「
解
釈
上
の
統
合
失
調
症
」
と
い
う
批
判
を
退
け
る
有
力
な
根
拠
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
擁
護
拒
否
の
歴
史
的
実
践
例
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
メ
ル
ツ
ァ
ー
に

よ
る
整
理
を
中
心
に
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
擁
護
拒
否
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う（（（
（

。

　

メ
ル
ツ
ァ
ー
に
よ
る
と
、
次
の
三
つ
の
場
面
で
、
法
律
の
執
行
拒
否
の
実
践
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

　

１
．
法
律
を
擁
護
す
る
合
理
的
な
議
論
を
展
開
で
き
な
い
場
合　
　

第
一
に
、
法
律
を
擁
護
す
る
「
も
っ
と
も
ら
し
い
（color‑ 

able

）
議
論
」
な
い
し
「
合
理
的
な
議
論
」
を
展
開
で
き
な
い
場
面
で
あ
り
、
メ
ル
ツ
ァ
ー
曰
く
、
こ
れ
が
「
最
も
一
般
的
な
根

拠
（
（（
（

」
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、
ホ
ル
ダ
ー
書
簡
が
、「『
専
門
的
に
み
て
責
任
あ
る
議
論
』
が
可
能
で
あ
る
場
合
で
も
、
そ
れ
を
支
え

る
『
す
べ
て
の
も
っ
と
も
ら
し
い
議
論
』
が
『
合
理
的
』
と
は
思
わ
れ
な
い
稀
有
な
場
合
」
と
述
べ
た
も
の
と
概
ね
一
致
す
る
と

い
っ
て
よ
い
。

　

こ
の
場
合
の
具
体
例
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
のD

ickerson v. U
nited States

連
邦
最
高
裁
判
決（（（
（

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
九
六
六
年
のM

iranda v. A
rizona

連
邦
最
高
裁
判
決（（（
（

に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
ミ
ラ
ン
ダ
警
告
が
憲
法
上
要
求
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
二
年
後
、
任
意
の
自
白
で
あ
れ
ば
ミ
ラ
ン
ダ
警
告
は
必
要
な
い
と
す
る
連
邦
法
が
規
定
さ
れ
た
。
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当
該
規
定
は
違
憲
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
採
用
し
た
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
、
そ
の
合
憲
性
が
争
点
と
な
っ
た
訴
訟
の
過
程
で
、
同
規

定
の
擁
護
を
拒
否
す
る
旨
を
議
会
に
通
告
し
た（（（
（

。
訟
務
長
官
も
、
連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
同
法
を
擁
護
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
た
め
、

連
邦
最
高
裁
は
、
同
法
の
合
憲
性
を
主
張
さ
せ
る
ア
ミ
カ
ス
・
キ
ュ
リ
ィ
を
任
命
す
る
な
ど
し
て
審
理
し（（（
（

、
最
終
的
に
同
規
定
を
違

憲
と
判
断
し
て
い
る
。

　

メ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
い
か
な
る
議
論
が
「
も
っ
と
も
ら
し
い
」
か
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
も
の
の
、
こ
の
場
面
で
の
擁
護
拒
否
は

近
年
の
政
権
が
一
貫
し
て
支
持
し
て
き
た
立
場
で
あ
り
、
議
論
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
評
す
る（（（
（

。
ワ
ク
ス
マ
ン
も
、

最
高
裁
が
下
し
た
判
決
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
法
律
で
、
先
例
を
覆
す
こ
と
以
外
に
合
憲
性
を
主
張
で
き
な
い
よ
う
な
法
律
は
、
例

外
的
に
擁
護
し
な
く
て
も
よ
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
例
と
し
て
前
記
のD

ickerson

判
決
を
挙
げ
て
い
る
――

ワ
ク
ス
マ
ン

は
本
判
決
時
の
訟
務
長
官
で
あ
る
――

こ
と
か
ら
、
同
趣
旨
の
指
摘
で
あ
る
と
い
え
よ
う（（（
（

。

　

２
．
権
力
分
立
上
の
問
題　
　

第
二
に
、
権
力
分
立
に
関
係
す
る
事
案
の
場
面
で
あ
る（（（
（

。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
・

メ
モ
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
大
統
領
に
憲
法
上
与
え
ら
れ
た
権
限
を
制
限
す
る
よ
う
な
法
律
に
対
し
て
、
大
統
領
は
そ
の
執
行
を
拒

否
す
る
強
い
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
（
Ⅱ
㈡
２
の
⑥
）
と
関
わ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
具
体
例
と
し
て
、States 

v. Lovett

連
邦
最
高
裁
判
決（（（
（

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
九
四
三
年
、
連
邦
議
会
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
遂
行
に
必
要
不
可
欠
な
緊
急
予
算
法
案
（U

rgent D
eficiency A

ppro‑ 

priations A
ct of 1943

）
を
提
出
し
た
が
、
そ
の
法
案
に
は
、
非
米
活
動
委
員
会
（Com

m
ittee of U

n-A
m

erican A
ctivities

）
に

よ
っ
て
共
産
主
義
者
と
疑
わ
れ
た
三
名
の
政
府
職
員
へ
の
給
与
支
払
い
を
禁
止
す
る
と
い
う
「
付
属
条
項
（rider

）」
が
付
さ
れ
て

い
た
。
Ｆ
・
Ｄ
・
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
（Franklin D

elano Roosevelt
）
大
統
領
は
、
戦
争
遂
行
の
た
め
に
法
案
を
通
す
必
要
が
あ
っ

た
た
め
に
法
案
に
署
名
し
た
が
、
当
該
条
項
は
愚
か
で
差
別
的
で
あ
り
違
憲
で
あ
る
と
批
判
す
る
署
名
声
明
を
行
っ
た
。
そ
し
て
法

律
制
定
後
、
こ
の
規
定
を
執
行
0

0

し
て
給
与
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
た
が
、
当
該
政
府
職
員
ら
か
ら
訴
訟
を
提
起
さ
れ
た
際
、
司
法
長
官
に
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当
該
法
律
を
擁
護
せ
ず
に
攻
撃
す
る
側
に
つ
く
よ
う
指
示
し
、
こ
れ
を
受
け
た
訟
務
長
官
は
、
当
該
規
定
は
権
力
分
立
原
則
と
私
権

剝
奪
法
禁
止
規
定
（
合
衆
国
憲
法
一
条
九
節
三
項
）
に
抵
触
す
る
た
め
違
憲
で
あ
る
と
す
る
ブ
リ
ー
フ
を
連
邦
最
高
裁
に
提
出
し
た
。

そ
し
て
最
終
的
に
当
該
規
定
は
連
邦
最
高
裁
で
違
憲
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
メ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
擁
護
拒
否
を
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る（（（
（

。

　

ま
た
、
議
会
拒
否
権
（legislative veto

）
に
関
す
る
一
九
八
三
年
のIN

S v. Chadha

連
邦
最
高
裁
判
決（（（
（

も
こ
の
場
合
に
該
当

す
る（（（（
（

。
移
民
帰
化
局
（Im

m
igration and N

aturalization Service, 

I
N
S
）
が
移
民
国
籍
法
に
基
づ
い
て
外
国
人
の
退
去
強
制
の

停
止
決
定
を
し
た
と
こ
ろ
、
下
院
が
同
法
に
基
づ
き
、
退
去
強
制
の
停
止
を
拒
否
す
る
旨
の
決
定
を
行
っ
た
た
め
、
Ｉ
Ｎ
Ｓ
は
こ
れ

に
従
い
当
該
外
国
人
の
退
去
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
Ｉ
Ｎ
Ｓ
と
司
法
省
の
法
律
家
は
、

こ
の
議
会
拒
否
権
を
認
め
る
当
該
規
定
は
違
憲
で
あ
る
と
し
て
擁
護
を
拒
否
し
た
。
訴
訟
で
は
連
邦
議
会
の
法
律
顧
問
が
司
法
省
の

代
わ
り
に
弁
護
活
動
を
行
っ
た
が（（（（
（

、
連
邦
最
高
裁
は
七
対
二
で
同
規
定
を
違
憲
と
判
断
し
て
い
る
。

　

３
．
そ
れ
以
外
の
場
合　
　

第
三
に
、
法
律
を
擁
護
す
る
「
も
っ
と
も
ら
し
い
議
論
」
が
展
開
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
執
行
権
を

侵
害
す
る
内
容
の
法
律
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
擁
護
を
拒
否
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
第
一
、
第
二
の
場
合

に
該
当
し
な
い
が
擁
護
拒
否
す
る
と
い
う
場
面
で
あ
る（（（（
（

。
こ
れ
に
該
当
す
る
事
例
と
し
て
メ
ル
ツ
ァ
ー
が
挙
げ
る
の
が
、
一
九
九
七

年
のM

etro Broadcasting Inc. v. FCC

連
邦
最
高
裁
判
決（（（（
（

で
あ
る（（（（
（

。

　

こ
の
事
件
で
は
、
放
送
免
許
付
与
に
際
し
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
優
先
す
る
と
い
う
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
方
針
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
の

で
あ
る
が
、
訟
務
長
官
代
理
を
務
め
た
――

現
在
の
連
邦
最
高
裁
長
官
――

ロ
バ
ー
ツ
（John Roberts

）
は
、
当
該
措
置
は
違
憲

で
あ
る
と
最
高
裁
で
主
張
し
た
た
め
、
司
法
省
か
ら
の
授
権
を
受
け
て
、
独
立
機
関
で
あ
る
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
自
ら
こ
の
方
針
の
合
憲
性
を

擁
護
す
る
こ
と
に
な
っ
た（（（（
（

。
結
果
、
連
邦
最
高
裁
は
五
対
四
と
い
う
僅
差
な
が
ら
、
当
該
方
針
は
合
憲
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る（（（（
（

。

　

そ
の
他
、
訴
訟
に
は
至
ら
な
か
っ
た
事
例
で
あ
る
が
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
を
軍
隊
か
ら
排
除
す
る
よ
う
求
め
る
連
邦
法
の
規
定
を
め
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ぐ
る
政
治
動
向
も
、
擁
護
拒
否
に
関
係
す
る
事
例
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
一
九
九
六
年
国
防
授
権
法
（N

ational D
efense 

A
uthorization A

ct for Fiscal Y
ear 1996

）
に
お
い
て
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
の
除
隊
を
規
定
す
る
付
属
条
項
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
。

予
算
割
当
法
案
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
は
当
該
法
案
に
署
名
を
し
た
が
、
当
該
規
定
は
平
等
条
項
に
抵
触
し
違

憲
で
あ
る
と
い
う
署
名
声
明
を
発
し
た（（（（
（

。
そ
の
署
名
声
明
に
お
い
て
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
は
、
当
該
規
定
を
執
行
す
る
が
、
訴
訟
に

な
っ
た
際
に
は
擁
護
し
な
い
と
述
べ
、
そ
の
場
合
に
は
連
邦
議
会
が
自
ら
同
法
の
合
憲
性
を
擁
護
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
結
局
、
連

邦
議
会
が
当
該
条
項
の
発
効
前
に
自
発
的
に
廃
止
し
た
た
め
、
訴
訟
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
一
連
の
出
来
事
も
ま
た
、
擁
護

拒
否
に
関
わ
る
具
体
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う（（（（
（

。

　

メ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
擁
護
拒
否
が
特
に
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
第
三
の
場
面
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第
一
、
第
二
の
場
面

に
該
当
し
な
い
と
き
に
は
、
執
行
府
は
、
法
律
を
違
憲
と
考
え
た
と
し
て
も
そ
れ
を
擁
護
す
る
場
合
の
ほ
う
が
多
く
、
擁
護
拒
否
を

し
た
事
案
は
「
極
め
て
例
外
的
（extraordinary unusual

）」
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

４
．
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
執
行
拒
否
の
位
置
づ
け　
　

以
上
の
よ
う
に
、
大
統
領
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
の
擁
護
拒
否
が
認
め
ら
れ
る

場
面
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
る
の
な
ら
ば
、
擁
護
義
務
の
有
無
を
憲
法
の
規
定
か
ら
一
義
的
に
導
く
の
で
は
な
く
、
執
行

拒
否
の
是
非
と
同
様
に
、
多
様
な
要
素
を
勘
案
し
な
が
ら
判
断
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ

の
擁
護
拒
否
に
つ
い
て
個
別
具
体
的
に
そ
の
是
非
を
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　

そ
れ
で
は
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
擁
護
拒
否
は
前
記
の
三
つ
の
場
面
の
ど
れ
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
メ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
Ｄ
Ｏ

Ｍ
Ａ
の
擁
護
拒
否
を
、「
極
め
て
例
外
的
」
と
評
し
た
第
三
の
場
面
の
問
題
と
位
置
づ
け
て
い
る（（（（
（

。
ジ
ョ
ン
セ
ン
も
ま
た
、
第
三
の

場
合
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
一
九
九
六
年
国
防
授
権
法
に
関
す
る
事
例
に
つ
い
て
、
ホ
ル
ダ
ー
書
簡
で
述
べ
ら
れ
て

い
た
、
合
憲
性
が
疑
わ
れ
る
法
律
を
擁
護
し
な
く
て
も
よ
い
場
合
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
二
つ
の
要
件
――

法
律
の
合
憲
性
を

擁
護
す
る
た
め
の
「
合
理
的
な
議
論
」
が
で
き
な
い
場
合
と
、
法
律
が
執
行
権
を
侵
害
す
る
場
合
――

を
満
た
さ
な
い
も
の
の
、
極
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め
て
例
外
的
に
法
律
の
擁
護
を
拒
否
し
た
こ
と
が
適
切
で
あ
っ
た
事
案
と
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
こ
れ
が
「
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
問
題
と

最
も
関
連
す
る
先
例
」
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る（（（（
（

。

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
擁
護
拒
否
は
、
果
た
し
て
正
当
化
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
大
統
領
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
を
擁
護
す
る
義
務
が
あ
る
か
否
か
は
、
憲
法
か
ら
一
義
的
な
結
論
が
導
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

出
せ
る
問
題
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
多
様
な
考
慮
を
必
要
と
す
る
「
判
断
の
問
題
（m

atter of judgm
ent

）」
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
共
有
し

つ
つ
も（（（（
（

、
結
論
的
に
袂
を
分
か
つ
こ
と
に
な
る
二
人
の
論
者
――

す
で
に
本
稿
で
何
度
も
登
場
し
て
い
る
メ
ル
ツ
ァ
ー
と
ジ
ョ
ン 

セ
ン
――

の
議
論
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

㈢　

批
判
論
――

メ
ル
ツ
ァ
ー
の
議
論

　

メ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
諸
事
情
を
十
分
に
考
慮
す
る
の
な
ら
ば
、
執
行
府
は
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
を
擁
護
す
べ
き

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
る
と

す
る
。
メ
ル
ツ
ァ
ー
が
考
慮
す
べ
き
と
し
た
「
諸
事
情
」
と
は
、
大
要
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

１
．
連
邦
議
会
に
よ
る
擁
護
の
限
界　
　

第
一
に
、
連
邦
議
会
に
よ
る
擁
護
は
執
行
府
に
よ
る
擁
護
の
完
全
な
代
打
と
は
な
ら
な

い
、
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
執
行
府
が
擁
護
拒
否
を
す
る
の
な
ら
ば
、
連
邦
議
会
が
代
わ
り
に
擁
護
す
れ
ば
よ
い
し
、
そ
う
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
議
論
が
あ
り
う
る
も
の
の（（（（
（

、
①
特
に
下
級
裁
判
所
の
判
断
に
際
し
て
は
――

ブ
ラ
ン
ダ
ス
・
ブ
リ
ー
フ
に
象
徴
さ
れ

る
よ
う
に
――

政
府
側
の
規
制
利
益
の
重
要
性
の
有
無
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
が
、
こ
れ
を
連
邦
議
会
（
ま
た
は
そ
の
一
院
）
だ
け

で
立
証
で
き
る
か
ど
う
か
疑
問
の
余
地
が
あ
る
こ
と
、
②
政
府
と
訴
訟
当
事
者
が
「
懸
案
の
法
律
は
違
憲
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
で

一
致
し
て
い
る
場
合
、
そ
こ
に
連
邦
議
会
が
関
与
し
た
と
し
て
も
、
裁
判
所
と
し
て
は
両
当
事
者
の
主
張
の
み
に
依
拠
し
て
結
論
を

出
す
可
能
性
が
低
く
な
い
こ
と
、
③
連
邦
議
会
が
法
律
を
擁
護
す
る
た
め
に
訴
訟
に
介
入
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
院
の
手
続
を

経
て
介
入
が
認
め
ら
れ
た
場
合
の
み
と
い
う
こ
と
――
W

indsor

判
決
で
は
、
下
院
に
お
い
て
三
対
二
で
か
ろ
う
じ
て
認
め
ら
れ
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た
（
Ⅰ
㈡
２
）
――

、
す
な
わ
ち
、
議
会
と
し
て
の
擁
護
が
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
う
る（（（（
（

、
と
い
う
の
が
そ
の
論
拠
で
あ
る
。

　

２
．
執
行
府
の
継
続
性
と
一
貫
性　
　

第
二
に
、
機
関
と
し
て
の
継
続
性
・
一
貫
性
を
踏
ま
え
る
必
要
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
Ｄ

Ｏ
Ｍ
Ａ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
司
法
省
が
承
認
し
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
が
署
名
し
て
成
立
し
た
法
律
で
あ
り
、
訴
訟
に
な
っ
た
際
、

Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
下
で
も
、
当
初
の
オ
バ
マ
政
権
下
で
も
擁
護
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
立
場
を
変
更

し
て
擁
護
を
拒
否
す
る
と
な
る
と
、
現
政
権
は
法
律
の
合
憲
性
を
擁
護
す
る
か
否
か
を
政
策
的
選
好
に
基
づ
い
て
決
め
て
い
る
と
捉

え
ら
れ
か
ね
な
い（（（（
（

。
ホ
ル
ダ
ー
書
簡
が
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
合
憲
性
を
擁
護
し
な
い
理
由
を
詳
し
く
説
明
し
た
の
は
、
こ
れ
を
避
け
よ
う
と

し
た
た
め
で
あ
る
が
、
メ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
を
擁
護
す
る
た
め
の
「
専
門
的
に
み
て
責
任
あ
る
議
論
が
合
理
的
で
は
な
い
」

こ
と
の
理
由
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
説
得
力
を
欠
い
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る（（（（
（

。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
執
行
府
が
立
場
変
更
を
す
る
と
な
る
と
、
執
行
府
内
外
で
軋
轢
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
。
内
部
で
の
軋

轢
と
は
、
①
司
法
省
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
、
個
人
的
見
解
を
脇
に
置
い
て
法
律
の
擁
護
を
担
当
し
て
き
た
法
律
家
（career 

law
yers

）
と
の
軋
轢
、
②
執
行
府
内
部
が
必
ず
し
も
一
枚
岩
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
意
思
統
一
の
た
め
の
説
得
作
業
を

シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
軋
轢
、
で
あ
る（（（（
（

。
外
部
と
の
軋
轢
と
は
、
①
司
法
省
が
政
治
的
に
活
動
し
て
い
る
と

裁
判
所
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
信
頼
の
低
下
、
②
連
邦
議
会
を
説
得
し
て
法
律
の
廃
止
や
修
正
を
求
め
る
と

い
う
正
規
ル
ー
ト
を
バ
イ
パ
ス
し
た
「
憲
法
と
い
う
切
り
札
を
切
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
会
の
支
持
を
失
い
、
か
え
っ
て
当
該
法

律
が
長
く
存
続
す
る
危
険
性
が
生
じ
る
懸
念
、
③
関
連
し
て
、
大
統
領
の
任
命
の
み
な
ら
ず
上
院
の
承
認
が
求
め
ら
れ
る
司
法
省
の

要
職
の
任
命
プ
ロ
セ
ス
が
政
治
化
し
て
し
ま
う
こ
と
、
な
ど
で
あ
る（（（（
（

。

　

３
．
友
誼
的
訴
訟
？　
　

他
方
、
執
行
府
が
真
剣
に
擁
護
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
も
あ
る
。
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
に
関
す
る
訴

訟
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ホ
ル
ダ
ー
書
簡
が
出
さ
れ
る
前
に
お
い
て
司
法
省
は
、
議
会
が
主
張
し
て
い
た
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
制
定
に
よ
り
得
ら

れ
る
利
益
の
う
ち
、「
効
果
的
な
子
育
て
」
と
「
出
産
の
奨
励
」
と
い
う
利
益
に
基
づ
い
て
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
を
擁
護
す
る
こ
と
を
拒
否
し



527

「違憲」な法律の執行義務と擁護義務

て
い
た
た
め
、
執
行
府
に
よ
る
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
擁
護
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た（（（（
（

。
こ
れ
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス

（Peter Strauss

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
友
誼
的
訴
訟
（friendly suit

）
の
よ
う
に
な
る
危
険
で
あ
る（（（（
（

。

　

し
か
し
、
こ
の
懸
念
に
つ
い
て
メ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
大
統
領
が
憲
法
上
の
懸
念
を
示
し
た
法
律
が
訴
訟
と
な
っ
た
事
案
に
お
い
て
、

そ
の
合
憲
性
を
主
張
す
る
司
法
省
の
主
張
が
一
部
で
は
あ
る
が
認
め
ら
れ
た
事
例（（（（
（

や
、
自
分
自
身
の
実
務
経
験
を
取
り
上
げ
、
か
か

る
懸
念
を
誇
張
す
べ
き
で
は
な
い
と
反
論
し
て
い
る（（（（
（

。
そ
し
て
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
擁
護
に
つ
い
て
メ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
制
定
当

時
の
状
況
か
ら
の
変
化
を
踏
ま
え
れ
ば
、
司
法
省
が
採
用
し
た
擁
護
方
法
よ
り
も
、
当
時
の
立
法
記
録
で
示
さ
れ
て
い
た
制
定
目
的

に
依
拠
し
た
擁
護
方
法
の
ほ
う
が
妥
当
で
あ
っ
た
と
は
言
え
ず
、
か
か
る
訴
訟
戦
術
の
変
化
が
必
ず
し
も
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
ら
の
懸
念

を
裏
付
け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
る（（（（
（

。

　

４
．
一
般
的
見
地
か
ら
の
判
断　
　

メ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
以
上
の
個
別
的
な
検
討
に
は
異
論
も
予
想
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、

「
し
か
し
私
は
、
よ
り
一
般
的
見
地
か
ら
の
議
論
に
移
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
最
も
重
要
な
問
題
は

0

0

0

0

0

0

0

0

、
議
会
制
定
法
の

執
行
や
拒
否
を
拒
否
す
る
裁
量
が
か
な
り
の
程
度
認
め
ら
れ
る
の
だ
と
各
政
権
が
自
認
す
る
よ
う
な
統
治
体
制
が
、
果
た
し
て
魅
力

的
か
ど
う
か
、
で
あ
る（（（（
（

」
と
述
べ
、
大
要
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

　

今
回
の
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
擁
護
拒
否
が
憲
法
上
容
認
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
今
後
、
こ
れ
が
先
例
と
な
っ
て
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
す
る
政

権
が
出
現
す
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
が
理
論
レ
ベ
ル
に
ま
で
及
ぶ
可
能
性
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
八
八
年

に
レ
ー
ガ
ン
（Ronald Reagan

）
政
権
下
に
お
い
て
、
ミ
ー
ス
（Edw

in M
ease,

Ⅲ

）
司
法
長
官
率
い
る
司
法
省
の
法
政
策
局

（O
ffi

ce of Legal Policy

）
が
作
成
し
た
『
憲
法
訴
訟
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（（（（
（

』
で
は
、「
政
府
の
法
律
家
は
、
憲
法
の
『
原
意
（original 

m
eaning

）』
の
み
に
依
拠
し
て
憲
法
上
の
議
論
を
展
開
す
べ
き
で
あ
る（（（（
（

」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
将
来
の

政
権
が
法
律
の
執
行
拒
否
や
擁
護
拒
否
を
、
原
意
主
義
と
い
う
憲
法
理
論

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
基
づ
い
て
行
う
可
能
性
が
生
じ
る（（（（
（

。
と
り
わ
け
Ｄ
Ｏ
Ｍ

Ａ
の
擁
護
拒
否
は
、
擁
護
拒
否
が
認
め
ら
れ
う
る
前
述
し
た
二
つ
の
場
面
――

法
律
を
擁
護
す
る
合
理
的
な
議
論
を
展
開
で
き
な
い
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場
面
と
、
権
力
分
立
が
関
係
す
る
場
面
――

の
ど
ち
ら
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
場
面
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
が
先
例
と
な
っ
た
場
合
に

も
た
ら
さ
れ
る
影
響
は
計
り
知
れ
な
い（（（（
（

。

　

こ
う
し
て
メ
ル
ツ
ァ
ー
は
、「
政
権
ご
と
の
考
え
方
の
多
様
性
」
と
い
う
単
純
で
は
あ
る
が
重
要
な
理
由
に
照
ら
す
の
な
ら
ば
、

か
よ
う
な
統
治
体
制
は
決
し
て
魅
力
的
と
は
い
え
な
い
、
と
結
論
づ
け（（（（
（

、
そ
の
見
地
か
ら
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
を
め
ぐ
る
オ
バ
マ
政
権
の
対
応

を
否
定
的
に
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

　

㈣　

擁
護
論
――

ジ
ョ
ン
セ
ン
の
議
論

　

こ
れ
に
対
し
て
、
メ
ル
ツ
ァ
ー
と
同
じ
く
、
個
別
具
体
的
な
判
断
に
よ
っ
て
擁
護
拒
否
の
妥
当
性
を
判
断
す
べ
き
と
い
う
立
場
を

採
用
し
な
が
ら
も
、
結
論
的
に
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
を
め
ぐ
る
オ
バ
マ
政
権
の
対
応
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
支
持
す
る
代
表
的
な
論
者
が
、

ジ
ョ
ン
セ
ン
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
セ
ン
は
、「
法
律
を
擁
護
す
る
強
い
推
定
を
働
か
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
メ
ル
ツ
ァ
ー
の
分
析
の

多
く
に
賛
成
す
る（（（（
（

」
と
し
つ
つ
も
、
続
け
て
、「
メ
ル
ツ
ァ
ー
の
立
場
は
私
が
こ
れ
ま
で
執
筆
し
て
き
た
こ
と
や
経
験
し
て
き
た
こ

と
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
彼
の
結
論
に
は
反
対
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
（
（（（
（

と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
ジ
ョ
ン

セ
ン
は
、
メ
ル
ツ
ァ
ー
と
は
正
反
対
の
結
論
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

１
．
ジ
ョ
ン
セ
ン
の
基
本
的
立
場　
　

ま
ず
、
ジ
ョ
ン
セ
ン
が
「
こ
れ
ま
で
執
筆
し
て
き
た
」
と
い
う
立
場
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

ジ
ョ
ン
セ
ン
は
、
憲
法
は
三
権
を
同
等
の
機
関
と
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
三
権
が
協
同
し
て
憲
法
解
釈
に
従
事
す
る
役

割
を
期
待
し
て
い
る
と
捉
え
、
こ
こ
か
ら
、
他
権
に
憲
法
上
割
り
当
て
ら
れ
た
職
務
や
機
能
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
と
、
よ
り
よ

い
憲
法
解
釈
と
解
釈
の
プ
ロ
セ
ス
と
を
維
持
し
促
進
す
る
と
い
う
義
務
を
導
出
し
、
他
権
の
憲
法
解
釈
に
従
う
か
否
か
に
つ
い
て
も
、

こ
の
観
点
か
ら
文
脈
に
依
拠
し
た
か
た
ち
で
判
断
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
す
る
「
機
能
的
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
（functional 

depertm
entalism

）」
と
い
う
憲
法
解
釈
の
立
場
を
採
用
し
て
い
る（（（（
（

。
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こ
の
よ
う
な
ジ
ョ
ン
セ
ン
の
立
場
は
、
執
行
拒
否
に
関
す
る
前
記
の
デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
・
メ
モ
で
示
さ
れ
た
立
場
と
お
お
む
ね
一
致

す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
・
メ
モ
が
、
Ｏ
Ｌ
Ｃ
在
籍
時（（（（
（

の
ジ
ョ
ン
セ
ン
の
関
与
の
も
と
で
作
成
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に

照
ら
せ
ば
、
あ
る
意
味
で
当
然
で
あ
ろ
う（（（（
（

。
そ
し
て
ジ
ョ
ン
セ
ン
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
擁
護
拒
否
の
文
脈
に
も
応
用
し
よ
う

と
試
み
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
擁
護
拒
否
を
擁
護
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ジ
ョ
ン
セ
ン
は
、
こ
れ
ま
で
司
法

省
は
、
執
行
府
が
違
憲
と
考
え
る
法
律
で
あ
っ
て
も
そ
の
合
憲
性
を
訴
訟
で
擁
護
し
て
き
た
が
、
例
外
的
に
、
①
法
律
の
合
憲
性
を

擁
護
す
る
た
め
の
「
合
理
的
な
議
論
」
を
展
開
で
き
な
い
場
合
、
②
法
律
が
執
行
権
を
侵
害
す
る
場
合
に
は
、
当
該
法
律
を
擁
護
し

て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で（（（（
（

、
こ
の
一
般
的
な
判
断
基
準
は
、
議
会
の
立
法
権
、
そ
し
て
司
法
が
憲
法
解
釈
に

果
た
す
「
特
別
な
役
割
」
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
執
行
府
が
憲
法
の
意
味
を
め
ぐ
る
討
議
に
有
効
に
参
加
す
る
こ
と

を
容
認
す
る
も
の
で
あ
っ
て
妥
当
な
見
解
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
つ
。
そ
し
て
、
一
見
す
る
と
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
は
こ
の
両
者
の
ど
ち
ら

に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
子
細
に
検
討
す
れ
ば
、
①
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
に
該
当
す
る
た
め
、
擁
護
拒

否
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る（（（（
（

。

　

２
．
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
擁
護
拒
否
の
機
能
的
分
析　
　

前
述
の
よ
う
に
ジ
ョ
ン
セ
ン
は
、
執
行
拒
否
の
文
脈
に
お
い
て
、
機
能
的
デ
ィ

パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
立
場
に
立
ち
、
そ
の
可
否
を
機
能
的
に
分
析
し
て
判
断
す
る
と
い
う
立
場
を
採
用
し
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
か
か
る
分
析
は
、
よ
り
穏
当
な
対
応
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

擁
護
拒
否
に
も
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
。
曰
く
、「
私
に
と
っ
て
、
機

能
的
、
文
脈
依
拠
的
な
分
析
は
、
理
論
と
し
て
適
切
で
あ
り
、
歴
史
的
実
践
に
も
合
致
し
、
実
際
問
題
と
し
て
も
極
め
て
重
要

（vital

）
な
分
析
で
あ
る（（（（
（

」。
そ
し
て
こ
の
見
地
か
ら
、
ホ
ル
ダ
ー
書
簡
の
分
析
を
試
み
て
い
る
。

　

ジ
ョ
ン
セ
ン
に
よ
る
と
、
擁
護
拒
否
の
可
否
を
判
断
す
る
に
際
し
て
は
、
執
行
府
に
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
合
憲
性
を
擁
護
さ
せ
る
こ
と
が

有
す
る
「
意
味
」
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
い
か
な
る
審
査
基
準
を
用
い
て
平
等
違
反
か
否
か
を
判
断
す
る
か
は
、



530

法学研究 87 巻 2 号（2014：2）

単
な
る
テ
ク
ニ
カ
ル
な
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
法
律
や
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
の
国
家
行
為
の
命
運
を
も
左
右
す
る
ほ
ど
の
「
意

味
」、
さ
ら
に
は
訴
訟
に
お
け
る
合
憲
性
擁
護
の
方
法
（
Ⅰ
㈡
１
の
④
）
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
ほ
ど
の
「
意
味
」
を
持
つ
重
大
な
問
題

だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ホ
ル
ダ
ー
書
簡
に
も
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
執
行
府
は
立
法
記
録
に
基
づ
き
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
が
同
性
愛

者
に
対
す
る
偏
見
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
た
め
、「
現
実
の
目
的
」
に
依
拠
し
た
場
合
に
は
、

高
め
ら
れ
た
審
査
を
ク
リ
ア
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る（（（（
（

。
他
方
、
執
行
拒
否
を
正
当
化
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
要
件
は
、
こ
れ

よ
り
も
低
い
ハ
ー
ド
ル
、
す
な
わ
ち
、
擁
護
の
た
め
の
「
合
理
的
な
議
論
」
が
で
き
る
か
否
か
で
あ
り
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
を
擁
護
す
る

「
合
理
的
な
議
論
」
で
あ
れ
ば
展
開
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
高
め
ら
れ
た
審
査
を
ク
リ
ア
す
る
た
め
の
「
合
理
的

な
議
論
」
を
展
開
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
し
て
も
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
は
高
め
ら
れ
た
審
査
で
は
な
く
合
理
性
審
査
に
服
す
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
正
当
化
す
る
「
合
理
的
な
議
論
」
で
あ
れ
ば
展
開
で
き
る
可
能
性
は
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ホ

ル
ダ
ー
書
簡
は
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
は
合
理
性
審
査
に
服
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
「
専
門
的
に
み
て
責
任
あ
る
議
論
（professionally 

responsible argum
ents

）」
は
展
開
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
議
論
は
、「
合
理
的
（reasonable

）」
で
は
な
い
、
と
い
う
や
や
複
雑

な
議
論
構
成
を
と
る
こ
と
で
、
今
回
の
事
例
は
擁
護
拒
否
が
容
認
さ
れ
る
「
法
律
の
合
憲
性
を
擁
護
す
る
た
め
の
『
合
理
的
な
議

論
』
が
で
き
な
い
場
合
」
に
該
当
す
る
と
論
じ
た
、
と
い
う
の
が
ジ
ョ
ン
セ
ン
の
分
析
で
あ
る
。

　

３
．
メ
ル
ツ
ァ
ー
と
の
認
識
の
相
違　
　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
メ
ル
ツ
ァ
ー
が
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
を
め
ぐ
る
政
府
の
措
置
に
異
論
を
唱

え
た
最
大
の
理
由
は
、
今
回
の
オ
バ
マ
政
権
の
対
応
が
広
く
一
般
化
さ
れ
、
今
後
そ
れ
を
踏
襲
し
よ
う
と
す
る
政
権
が
出
現
す
る
こ

と
へ
の
懸
念
で
あ
っ
た（（（（
（

。
こ
の
懸
念
に
つ
い
て
ジ
ョ
ン
セ
ン
は
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
例
外
的
性
格
を
正
し
く
評
価
す
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
杞
憂
に
終
わ

る
と
す
る
。

　

ジ
ョ
ン
セ
ン
に
よ
る
と
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
例
外
的
性
格
と
は
、
そ
れ
が
平
等
保
護
条
項
の
根
本
的
意
味
内
容
に
関
わ
る
歴
史
的
に
重

大
な
事
案
類
型
に
属
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
ホ
ル
ダ
ー
書
簡
は
、
今
回
の
対
応
が
特
定
の

0

0

0

法
律
の
擁
護
に
と
ど
ま
ら
ず
、
執0
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行
府
が
性
的
指
向
に
基
づ
く
差
別
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
に
関
わ
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ

を
擁
護
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
①
性
的
指
向
に
基
づ
く
差
別
は
司
法
的
保
護
に
値
し
な
い
、
②
性
的
指
向
は
可
変
的
で
あ
る
、
③
Ｌ

Ｇ
Ｂ
Ｔ
は
司
法
的
保
護
を
必
要
と
し
な
い
だ
け
の
十
分
な
政
治
力
を
有
し
て
い
る
、
④
性
的
指
向
に
基
づ
く
区
別
は
社
会
的
に
正
当

な
目
的
に
関
連
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る（（（（
（

。
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
に
対
す

る
オ
バ
マ
政
権
の
対
応
を
、
こ
の
よ
う
な
広
い
文
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
た
と
き
に
意
味
す
る
こ
と
は
、「
性
的
指
向
に
基
づ
く
差

別
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
と
い
う
、
現
代
の
市
民
権
に
関
す
る
問
題
群
の
な
か
で
決
定
的
に
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
、
大
統
領
が
正

し
い
と
信
じ
る
こ
と
を
公
衆
そ
し
て
裁
判
所
に
伝
え
る
こ
と
を
選
ん
だ（（（（
（

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ジ
ョ
ン
セ
ン
は
、「
合

衆
国
全
土
か
ら
選
出
さ
れ
た
単
一
の
代
表
と
し
て
、
大
統
領
は
、
合
衆
国
に
お
け
る
平
等
の
意
味
と
い
う
、
格
別
の
重
要
性
を
有
す

る
歴
史
的
な
憲
法
的
対
話
へ
の
参
加
者
な
の
で
あ
る（（（（
（

」
と
述
べ
、
オ
バ
マ
政
権
の
対
応
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
の
で
あ
る（（（（
（

。

　

㈤　

擁
護
拒
否
と
司
法
判
断
適
合
性

　

メ
ル
ツ
ァ
ー
や
ジ
ョ
ン
セ
ン
ら
の
よ
う
に
、
個
別
具
体
的
な
事
情
の
考
察
を
通
じ
て
擁
護
拒
否
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
と
な
れ
ば
、

考
察
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
結
論
が
異
な
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
論
の
妥
当
性
は
、
展
開
さ
れ
た
議
論
の
説
得
力

に
依
拠
す
る
。
こ
の
点
、
私
見
で
は
、
本
稿
Ⅰ
で
瞥
見
し
た
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
合
憲
性
を
め
ぐ
る
実
体
的
判
断
の
論
理
――

す
な
わ
ち
、

Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
を
単
に
「
身
分
」
や
「
権
利
義
務
」
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、「
尊
厳
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
こ
と（（（（
（

（
Ⅰ
㈠
２
の
⑤
以

下
）
――

と
の
関
連
で
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
擁
護
拒
否
の
含
意
を
評
価
す
る
ジ
ョ
ン
セ
ン
の
議
論
に
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

メ
ル
ツ
ァ
ー
の
「
執
行
・
擁
護
拒
否
の
状
態
化
」
と
い
う
懸
念
に
も
十
分
な
理
由
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
メ
ル
ツ
ァ
ー
の
懸
念
を
払
拭
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
の
可
能
性
は
裁
判
所
に
よ
る
統
制
で
あ
る（（（（
（

。

こ
れ
は
、
ホ
ル
ダ
ー
書
簡
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
擁
護
拒
否
は
「
議
会
の
立
法
権
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
が
提
起
さ
れ
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た
憲
法
訴
訟
の
最
終
的
な
判
定
者
で
あ
る
こ
と
を
尊
重
し
た
行
動
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
（
Ⅰ
㈡
１
の
⑥
）
に
関
わ
る（（（（
（

。

そ
し
て
こ
れ
は
、W

indsor

判
決
に
お
い
て
、
D
O
M
A
の
合
憲
性
の
論
点
と
並
ん
で
、
相
応
の
紙
幅
を
割
い
て
検
討
さ
れ
て
い

た
論
点
で
も
あ
っ
た
。

　

１
．
論
点
の
所
在
―
―
訴
訟
当
事
者
の
欠
如
？　
　

仮
に
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
執
行
が
な
さ
れ
な
い
と
な
れ
ば
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
三
条
に
よ
り

本
来
受
け
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
連
邦
法
上
の
税
制
優
遇
措
置
を
同
性
婚
者
が
享
受
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
法
益
侵

害
を
受
け
た
私
的
当
事
者
（injured private party

）
は
存
在
し
な
い
た
め
、
原
則
と
し
て
、
連
邦
の
支
出
が
違
法
で
あ
る
と
い
う

合
衆
国
市
民
や
納
税
者
の
訴
え
に
は
適
格
が
認
め
ら
れ
な
い（（（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
を
執
行
す
る
こ
と
で
同
性
婚
者
の
法
益
侵
害

状
況
を
創
出
し
て
司
法
判
断
適
合
性
（justiciability

）
を
確
保
し
た
と
も
い
え
る（（（（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
連
邦
法
上
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
司
法
長
官
の
指
揮
下
で
司
法
省
職
員
が
訴
訟
に
お
い
て
合
衆

国
を
代
表
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め（（（（
（

、
そ
も
そ
も
Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｇ
が
合
衆
国
を
代
表
し
て
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
合
憲
性
を
擁
護
す
る
立
場

に
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る（（（（
（

。
こ
の
疑
問
が
妥
当
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
オ
バ
マ
政
権
の
「
執
行
段
階
と
訴
訟
段
階

の
ギ
ャ
ッ
プ
」
戦
略
は
、「
議
会
の
立
法
権
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
が
提
起
さ
れ
た
憲
法
訴
訟
の
最
終
的
な
判
定
者
で
あ

る
こ
と
を
尊
重
し
た
行
動
」
と
は
言
え
な
い
可
能
性
が
生
じ
る
。W

indsor

判
決
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
論
点
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
点
に
つ
い
てW

indsor

判
決
に
お
け
る
両
当
事
者
は
、
政
府
お
よ
び
Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｇ
に
当
事
者
適
格
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
立

場
を
採
用
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
連
邦
最
高
裁
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
ジ
ャ
ク
ソ
ン
（V

icki Jackson

）
を
ア
ミ
カ
ス
・
キ
ュ

リ
ィ
に
任
命
し
、
上
訴
審
裁
判
所
は
本
件
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
裁
判
権
を
有
し
な
い
と
い
う
立
場
の
議
論
を
展
開
さ
せ
る
意
見
書（（（（
（

を
提
出
さ
せ
る
と
い
う
措
置
を
採
っ
て
、
こ
の
論
点
の
検
討
を
行
っ
た（（（（
（

。

　

連
邦
最
高
裁
の
指
名
を
受
け
た
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
、
本
件
の
状
況
下
で
は
も
は
や
対
立
・
対
審
（adverse

）
が
存
在
し
て
い
な
い
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た
め
、
連
邦
高
裁
は
却
下
（dism

iss

）
す
べ
き
で
あ
り
、
連
邦
最
高
裁
も
裁
量
上
告
を
受
理
し
て
審
理
を
進
め
る
べ
き
で
は
な
い
と

論
じ
た
の
で
あ
る
が（（（（
（

、
法
廷
意
見
は
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
議
論
を
採
用
し
な
か
っ
た（（（（
（

。
そ
れ
は
大
要
、
次
の
理
由
に
よ
る
。

　

２
．W

indsor

判
決
に
お
け
る
議
論　
　

ま
ず
、
憲
法
三
条
が
要
求
す
る
当
事
者
適
格
は
、
①
事
実
上
の
損
害
（injury in fact

）、

②
因
果
関
係
（causal connection betw

een the injury and the conduct com
plained of

）、
③
司
法
に
よ
る
是
正
可
能
性
、
と

い
う
三
つ
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
判
例
法
理
で
あ
る
が（（（（
（

、
本
事
案
で
は
、
控
訴
・
上
告
審
と
も
に
、
こ

の
要
件
を
満
た
し
て
い
る（（（（
（

。
第
一
に
、
裁
判
所
が
税
の
払
戻
し
を
財
務
省
に
命
令
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
が
納
税
を
命
令
さ
れ
た

場
合
と
同
様
に
、
政
府
に
「
現
実
か
つ
直
接
の
損
害
」
が
生
じ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
こ
と（（（（
（

。
第
二
に
、
議
会
拒
否
権
に
関
す
る
一

九
八
三
年
のIN

S v. Chadha
判
決（（（（
（

に
お
い
て
、
本
件
と
同
様
、
法
律
の
規
定
が
違
憲
で
あ
る
と
原
告
・
被
告
（
政
府
）
双
方
が
同

意
し
て
い
る
状
況
下
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
三
条
の
「
事
件
性
お
よ
び
争
訟
性
」
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

そ
の
理
由
で
あ
る（（（（
（

。

　

し
か
し
法
廷
意
見
は
、
引
き
続
き
「
司
法
裁
量
上
の
当
事
者
適
格
（prudential standing

）」
に
つ
い
て
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
執
行
府
が
ウ
ィ
ン
ザ
ー
側
の
法
的
主
張
に
同
意
し
て
い
る
状
況
に
お
い
て
は
、「
真
の
、
真
剣
な
、

重
大
な
争
訟
」
で
は
な
く
「
友
好
的
で
、
非
対
審
的
な
手
続
」
と
な
り
、
結
果
、
立
法
過
程
で
敗
北
し
た
当
事
者
が
当
該
制
定
法
の

合
憲
性
を
審
査
さ
せ
る
た
め
に
事
件
を
裁
判
所
に
持
ち
込
む
に
等
し
い
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る（（（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
仮
に

憲
法
三
条
の
当
事
者
適
格
要
件
が
連
邦
最
高
裁
の
司
法
管
轄
を
認
め
る
と
し
て
も
、
司
法
裁
量
上
の
考
慮
に
よ
っ
て
、「
困
難
な
憲

法
上
の
争
点
を
照
ら
し
だ
す
た
め
に
裁
判
所
が
大
き
く
依
拠
す
る
、
当
事
者
に
よ
る
争
点
の
提
示
を
明
確
に
す
る
た
め
の
具
体
的
な

対
審
性
（adverseness

）（
（（（
（

」
が
求
め
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る（（（（
（

。

　

さ
て
、
本
件
を
審
理
す
る
か
否
か
に
関
す
る
裁
量
上
の
考
慮
要
素
の
一
つ
が
、
ア
ミ
カ
ス
・
キ
ュ
リ
ィ
が
法
律
の
合
憲
性
を
擁
護

す
る
た
め
に
訴
訟
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
対
審
に
よ
る
争
点
の
提
示
」
が
ど
こ
ま
で
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
、
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で
あ
る（（（（
（

。
こ
の
点
はChadha

判
決
に
お
い
て
も
問
題
に
な
っ
た
が
、「
連
邦
控
裁
が
上
下
院
か
ら
の
ブ
リ
ー
フ
を
受
理
す
る
こ
と

で
適
切
に
も
対
審
性
の
困
難
を
ク
リ
ア
し
た（（（（
（

」。
そ
し
て
、Chadha

判
決
の
よ
う
な
処
理
の
仕
方
は
決
し
て
異
常
な
事
態
で
は
な

い
（
（（（
（

。
本
事
案
で
は
、
Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｇ
の
弁
護
人
が
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
三
条
の
合
憲
性
を
論
証
す
る
た
め
の
実
質
的
な
議
論
を
展
開
し
、
明
確
な
対

審
に
よ
る
争
点
の
提
示
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
裁
量
上
の
考
慮
は
杞
憂
に
終
わ
る
。
逆
に
、
仮
に
裁
量
上
の
考
慮
に
よ
っ
て
本
事

案
の
上
訴
を
受
理
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
下
級
審
レ
ベ
ル
で
の
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
、
何
ら
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
が
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
、
増
加
の
一
途
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る（（（（
（

。

　

こ
う
し
て
法
廷
意
見
は
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
が
一
〇
〇
〇
以
上
の
連
邦
法
令
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
か
よ

う
な
「
普
通
で
な
く
切
迫
し
た
状
況
（in these unusual and urgent circum

stances

）
に
お
い
て
は
」、「
裁
量
・
政
策
的
（pruden‑ 

tial

）」
と
い
う
言
葉
が
示
す
の
は
、
連
邦
最
高
裁
に
司
法
管
轄
を
認
め
、
そ
の
責
任
を
適
切
に
果
た
す
こ
と
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け

る
の
で
あ
る（（（（
（

。

　

３
．W

indsor

判
決
に
お
け
る
留
保　
　

も
っ
と
も
法
廷
意
見
は
、「
こ
の
結
論
は
一
般
的
な
事
案
に
お
い
て
（in ordinary 

cases

）
も
何
ら
問
題
な
く
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い（（（（
（

」
と
し
て
注
意
を
喚
起
し
、「
司
法
管
轄
に
関
す
る
当
裁
判
所
の
判
断
は
、
裁

量
上
の
根
拠
に
基
づ
い
て
当
該
紛
争
を
却
下
す
る
よ
う
求
め
る
議
論
が
実
体
を
欠
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を

強
調
す
る
必
要
が
あ
る（（（（
（

」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

執
行
府
が
議
会
に
対
し
て
当
該
法
律
の
修
正
や
廃
止
を
求
め
る
よ
り
も
、
司
法
の
場
で
当
該
法
律
の
合
憲
性
を
争
う
こ
と
の
ほ
う
が
当
然

に
適
切
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
本
判
決
は
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
。
仮
に
困
難
な
憲
法
上
の
問
題
が
生
じ
た
際
、
連
邦
最
高
裁
に
ル
ー

テ
ィ
ー
ン
作
業
と
し
て
照
会
（referred

）
さ
れ
る
と
な
れ
ば
、
政
治
過
程
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
本
事

案
は
そ
の
よ
う
な
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
の
事
案
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｇ
に
よ
る
十
分
な
法
律
の
擁
護
に
よ
り
、
連
邦
政
府
お
よ
び
数
万
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の
人
々
に
と
っ
て
直
接
的
な
重
要
性
を
有
す
る
本
案
（m

erits

）
に
関
す
る
問
題
を
、
裁
量
上
の
理
由
に
よ
っ
て
あ
い
ま
い
に
す
る
と
い
う

事
態
を
避
け
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る
。
か
か
る
状
況
は
、
当
裁
判
所
が
本
案
に
関
す
る
判
断
に
進
む
こ
と
を
支
持
す
る
の
で
あ
る（

（（（
（

。

　

４
．
議
論
の
整
理　
　

こ
のW

indsor

判
決
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
オ
バ
マ
政
権
の
対
応
を
「
議
会
の
立
法
権
を
尊
重
す
る
と

と
も
に
、
裁
判
所
が
提
起
さ
れ
た
憲
法
訴
訟
の
最
終
的
な
判
定
者
で
あ
る
こ
と
を
尊
重
し
た
行
動
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
ホ
ル

ダ
ー
書
簡
の
立
場
は
、
一
応
妥
当
で
あ
る
と
評
価
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
例
外
的
に
で
は
あ
れ
、W

indsor

判
決
に
お
い

て
司
法
裁
量
上
の
考
慮
に
よ
っ
て
司
法
判
断
適
合
性
を
承
認
し
た
こ
と
は
、
メ
ル
ツ
ァ
ー
が
憂
慮
し
た
「
執
行
・
擁
護
拒
否
の
常
態

化
」
の
懸
念
を
あ
る
程
度
払
拭
す
る
と
と
も
に
、
オ
バ
マ
政
権
の
対
応
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
要
素
と
な
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
は
擁
護
拒
否
の
常
態
化
に
極
め
て
警
戒
的
で
あ
り
、
そ
の
例
外
的
性
格
を
強
調
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
必
ず
し
も
執
行
拒
否
と
い
う
手
法
が
「
議
会
の
立
法
権
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
が
提
起
さ
れ
た
憲
法
訴

訟
の
最
終
的
な
判
定
者
で
あ
る
こ
と
を
尊
重
し
た
行
動
」
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る（（（（
（

。

Ⅳ　

日
本
へ
の
示
唆
――

む
す
び
に
か
え
て

　

以
上
本
稿
で
は
、
オ
バ
マ
政
権
に
よ
る
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
に
対
す
る
対
応
を
素
材
に
、
執
行
府
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
に
直
面
し
た

場
合
に
生
じ
る
論
点
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
議
論
が
そ
の
ま
ま
日
本
に
妥
当
す
る
わ
け

で
は
な
い
し
、
本
稿
が
取
り
上
げ
た
論
点
――

特
に
Ⅲ
㈤
で
検
討
し
た
司
法
判
断
適
合
性
に
関
わ
る
論
点
――

は
、
特
殊
ア
メ
リ
カ

的
な
要
素
も
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
以
上
の
議
論
は
、
日
本
の
憲
法
学
に
と
っ
て
も
何
ら
か
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
最
後
に
簡
単
な
が
ら
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
本
稿
の
む
す
び
と
し
た
い
。
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㈠　

日
本
に
お
け
る
問
題
の
所
在

　

ま
ず
「
執
行
拒
否
」
に
つ
い
て
、
日
本
で
は
、
内
閣
が
違
憲
で
あ
る
と
考
え
た
と
し
て
も
、
最
高
裁
に
よ
る
違
憲
判
決
が
出
て
い

な
い
限
り
、
国
会
に
お
い
て
有
効
に
成
立
し
た
法
律
の
執
行
を
拒
否
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
立
場
が
通
説
と
い
っ
て
よ
い（（（（
（

。

政
府
の
憲
法
解
釈
の
担
い
手
た
る
内
閣
法
制
局
も
、「
…
…
憲
法
七
三
条
の
一
号
に
は
法
律
を
誠
実
に
執
行
す
る
と
い
う
こ
と
が
内

閣
の
職
務
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
い
や
し
く
も
国
会
を
通
過
し
て
成
立
し
た
法
律
に
対
し
て
行
政
府
で
あ
る
内
閣
が
、
そ

れ
に
対
し
て
違
憲
の
疑
い
が
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
若
干
疑
い
が
あ
る
か
ら
そ
の
執
行
を
怠
る
と
か
、
あ
る
い
は
拒
否
す
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
内
閣
の
立
場
と
し
て
許
さ
れ
ま
せ
ん（（（（
（

」
と
述
べ
、
こ
の
立
場
を
採
用
し
て
い
る（（（（
（

。

　

１
．
死
刑
問
題　
　

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
に
お
い
て
も
法
律
の
違
憲
性
を
理
由
と
し
た
執
行
拒
否
が
主
題
化
し
う
る
場
面
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
死
刑
執
行
を
め
ぐ
る
問
題
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
最
高
裁
で
は
、
死
刑
制
度
は
憲
法
三
一
条
、
三
六
条
等
に

違
反
し
な
い
と
し
た
一
九
四
八
年
の
大
法
廷
判
決（（（（
（

が
確
立
し
た
判
例
と
し
て
君
臨
し
て
お
り
、
こ
の
判
決
等
を
引
用
し
な
が
ら
、
死

刑
制
度
違
憲
論
を
退
け
る
の
が
通
例
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
刑
訴
法
四
七
五
条
二
項
は
、
死
刑
執
行
の
命
令
に
つ
き
、「
判
決

確
定
の
日
か
ら
六
箇
月
以
内
に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
定
め
て
お
り
、
文
言
上
、
裁
量
の
余
地
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
実
際
に
は
、
六
か
月
以
内
に
法
務
大
臣
か
ら
死
刑
執
行
命
令
（
刑
訴
法
四
七
五
条
一
項
）
が
出
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

い
こ
と
、
死
刑
に
対
す
る
個
人
的
・
政
治
的
な
立
場
を
理
由
に
死
刑
執
行
命
令
を
拒
否
し
た
法
務
大
臣
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
機

械
的
に
死
刑
執
行
を
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
法
務
大
臣
に
対
し
て
激
し
い
批
判
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。

本
来
、
こ
う
し
た
対
応
に
は
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
と
の
関
係
で
問
題
が
残
る
は
ず
で
あ
り（（（（
（

、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
に
は
、「
違
憲
」

な
法
律
の
執
行
拒
否
の
是
非
と
い
う
論
点
――

さ
ら
に
は
、
誰
が
「
違
憲
」
と
判
断
す
る
の
か
と
い
う
論
点
――

の
検
討
も
必
要
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（（（（
（

。

　

２
．
集
団
的
自
衛
権　
　

別
の
例
も
挙
げ
て
み
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
日
本
政
府
は
、
憲
法
九
条
の
も
と
で
集
団
的
自
衛
権
は
認
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め
ら
れ
な
い
と
い
う
立
場
を
採
用
し
て
き
た（（（（
（

。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
仮
に
国
会
が
議
員
立
法
に
よ
り
「
集
団
的
自
衛
権
の
行
使

を
認
め
る
法
律
」
を
制
定
し
た
場
合
、
内
閣
は
当
該
法
律
を
執
行
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
問
う
質
問

主
意
書（（（（
（

に
対
し
、
内
閣
は
答
弁
書（（（（
（

で
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　

お
尋
ね
は
、
仮
定
に
係
る
問
題
で
あ
る
が
、
憲
法
の
規
定
の
解
釈
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
内
容
を
含
む
議
員
の
提
案
に
係
る
立
法
に
つ
い

て
は
、
一
般
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
憲
法
の
規
定
の
解
釈
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
内
容
を
含
む
法
案
で
あ
れ
ば
、
成
立
に
至
る
ま
で
の
国
会
の
審
議
の
過
程
で
、

当
該
法
案
の
前
提
と
な
る
憲
法
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
、
当
該
規
定
の
文
言
、
趣
旨
と
の
整
合
性
、
当
該
規
定
の
立
案
者
の
意
図
、
立
案
の

背
景
と
な
っ
た
社
会
情
勢
、
さ
ら
に
は
国
会
に
お
い
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
当
該
規
定
の
解
釈
を
め
ぐ
る
議
論
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
十

分
な
議
論
が
行
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
国
民
に
十
分
説
明
さ
れ
た
上
で
当
該
法
律
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
そ

の
過
程
で
、
議
院
内
閣
制
の
下
、
法
律
の
執
行
に
当
た
る
政
府
の
意
見
も
十
分
に
聴
取
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
政
府
と
し
て
は

0

0

0

0

0

0

、
国0

会
が
制
定
し
た
法
律
に
つ
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
れ
を
誠
実
に
執
行
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
傍
点
は
引
用
者
）。

　

集
団
的
自
衛
権
に
関
す
る
従
来
の
政
府
解
釈
変
更
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
昨
今
の
状
況（（（（
（

を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
法
律
が

成
立
す
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
そ
の
場
合
、
内
閣
に
は
当
該
法
律
を
執
行
す
る
憲
法
上
の
義
務
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
論
点
は
、
日
本
に
お
い
て
も
内
閣
が
「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
の
執
行
拒
否
と
い
う
問
題
を
考
え
る
必
要
性
を
示
唆
す
る
と
と

も
に
、「
国
会
の
憲
法
解
釈
に
よ
る
政
府
の
憲
法
解
釈
の
変
更
可
能
性
」
と
い
う
論
点
も
併
せ
て
提
起
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（（（（
（

。

　

３
．
擁
護
拒
否　
　

次
に
擁
護
拒
否
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
セ
ン
ら
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
執
行
拒
否
よ
り
も
執
行
す

る
が
擁
護
拒
否
す
る
と
い
う
対
応
の
ほ
う
が
、
他
権
と
の
関
係
で
憲
法
上
望
ま
し
い
と
す
れ
ば（（（（
（

、
そ
し
て
日
本
で
も
、
執
行
府
が

「
違
憲
」
と
考
え
る
法
律
の
執
行
拒
否
が
問
題
と
な
り
う
る
と
す
れ
ば
、
理
論
上
の
問
題
に
と
ど
ま
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
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は
承
知
し
つ
つ
も
、
擁
護
拒
否
に
一
定
の
意
義
を
認
め
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
日
本
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で
見
ら
れ
た
D
O
M
A
の
擁
護
拒
否
と
比
肩
し
う
る
よ
う
な
実
践
例
は
見

当
た
ら
な
い
。
あ
え
て
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
ハ
ン
セ
ン
病
国
賠
訴
訟
熊
本
地
裁
判
決（（（（
（

に
対
す
る
控
訴
断
念
の
事
例
で
あ
ろ
う
か
。
政

府
自
身
、
控
訴
断
念
を
「
極
め
て
異
例
の
判
断（（（（
（

」
と
評
し
た
こ
の
事
例
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
小
泉
純
一
郎
総
理
の
政
治
判
断
で
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
る（（（（
（

。
政
府
は
控
訴
を
断
念
し
た
も
の
の
、
平
成
一
三
年
五
月
二
五
日
の
閣
議
決
定
に
基
づ
い
て
声
明
を
出
し
、
熊

本
地
裁
判
決
の
論
理
自
体
を
批
判
し
て
い
る（（（（
（

。
そ
の
た
め
、
擁
護
拒
否
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
が
、
下
級
審
の
違
憲
判
決
に
上
訴

を
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
下
級
審
と
は
い
え
当
該
違
憲
判
決
が
確
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
有
す
る
意
味
は
小
さ
く
な
い
。

法
務
大
臣
ま
た
は
法
務
大
臣
の
指
揮
の
も
と
で
「
国
を
当
事
者
又
は
参
加
人
と
す
る
訴
訟
」
が
な
さ
れ
る
日
本
に
お
い
て
（
国
の
利

害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の
権
限
等
に
関
す
る
法
律
）、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
政
治
判
断
が
ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る

の
か
は
一
応
論
点
と
な
ろ
う（（（（
（

。

　

㈡　

動
態
的
・
多
元
的
憲
法
秩
序
と
い
う
視
座

　

よ
り
広
い
見
地
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
見
た
と
き
、
そ
れ
が
示
し
て
い
る
の
は
、
憲
法
の
意
味
内
容
を
め
ぐ
る
討
議
が
、
制
憲

時
の
一
回
的
・
静
態
的
な
決
定
か
ら
離
れ
て
動
態
的

0

0

0

に
、
そ
し
て
最
高
裁
の
み
な
ら
ず
議
会
や
執
行
府
も
憲
法
解
釈
の
討
議
に
加
わ

る
と
い
う
意
味
で
多
元
的

0

0

0

に
、
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
憲
政
の
現
実
で
あ
る（（（（
（

。

　

日
本
に
お
い
て
も
近
年
、
特
に
比
較
憲
法
学
的
な
知
見
を
踏
ま
え
て
、
裁
判
所
の
憲
法
解
釈
の
政
治
性（（（（
（

や
、
政
治
部
門
の
行
う
憲

法
解
釈
の
あ
る
べ
き
姿（（（（
（

、
三
権
の
憲
法
解
釈
権
の
関
係（（（（
（

、
三
権
共
同
に
よ
る
憲
法
構
築（（（（
（

、
対
話
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
の
も
と
で
違
憲

審
査
を
把
握
し
よ
う
と
い
う
試
み（（（（
（

な
ど
、
動
態
的
・
多
元
的
憲
法
秩
序
観
に
基
づ
い
た
、
あ
る
い
は
親
和
的
な
研
究
が
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
思
え
ば
、
小
林
節
教
授
が
研
究
さ
れ
て
き
た
「
政
治
問
題
の
法
理
」（
統
治
行
為
論
）
は
、
ま
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さ
に
こ
う
し
た
視
座
と
密
接
に
関
係
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。「
法
典
自
体
が
高
度
に
抽
象
的
な
憲
法
は
、
実
際
に
は
、
多
く
の
意
見

の
対
立
の
中
に
運
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
私
が
憲
法
学
に
強
い
関
心
を
抱
く
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
結
果
、
憲
法
に
お
け
る
政
治
と
法
の
関
係
が
複
雑
か
つ
重
要
な
課
題
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
憲

法
と
政
治
の
問
題
が
明
白
に
現
れ
る
統
治
行
為
論
を
私
が
研
究
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た（（（（
（

」
と
小
林
教
授
が
述
べ
て
い
る
と
お
り
で

あ
る
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
動
態
的
・
多
元
的
憲
法
秩
序
観
に
基
づ
い
た
、
あ
る
い
は
親
和
的
な
観
点
か
ら
の
研
究
が
、
小
林
教
授
の
研

究
業
績
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
は
少
な
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
小
林
教
授
の
研
究
は
今
も
な
お
色
褪
せ
な
い
輝
き
を

放
っ
て
い
る
。

（
1
）　U

nited States v. W
indsor, 133 S. Ct. 2675 (2013).

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
宍
戸
常
寿
「
合
衆
国
最
高
裁
の
同
性
婚
判
決
に
つ

い
て
」
法
学
教
室
三
九
六
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
五
八
︲
一
六
一
頁
、
井
樋
三
枝
子
「
同
性
婚
に
関
す
る
２
つ
の
合
衆
国
最
高
裁
判
決
」

外
国
の
立
法
二
五
六
巻
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
等
を
参
照
。

（
2
）　Pub. L. N

o. 104-199, 

§ 3(a), 110 Stat. 2419, 2419 (1996) (codified at 1 U
.S.C. 

§ 7 (2006)).

同
法
の
成
立
経
緯
と
概
要
に

つ
い
て
は
、
小
泉
明
子
「
家
族
の
価
値
（fam

ily values
）
と
は
な
に
か
（
二
・
完
）
――

宗
教
右
派
と
同
性
婚
」
法
学
論
叢
一
七
〇
巻

二
号
（
二
〇
一
一
年
）
六
七
︲
六
九
頁
、
石
田
若
菜
「
同
性
婚
と
異
性
婚
に
お
け
る
法
的
保
護
の
平
等
――

近
時
の
婚
姻
防
衛
法

（D
efense of M

arriage A
ct

）
違
憲
判
決
を
素
材
と
し
て
」
比
較
法
雑
誌
四
六
巻
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
一
六
︲
三
二
〇
頁
等
を
参

照
。

（
3
）　

Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
は
三
つ
の
条
か
ら
成
る
法
律
で
あ
る
が
、
一
条
は
タ
イ
ト
ル
規
定
な
の
で
、
実
質
は
二
つ
の
条
か
ら
成
る
。
本
事
案
で
は

問
題
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
二
条
の
内
容
と
そ
の
問
題
点
に
つ
き
詳
細
は
、
ヘ
ル
マ
・
ヒ
ル
・
ケ
イ
（
棚
村
政
行
訳
）「
抵
触
法
に
お
け

る
同
性
婚
――

提
案
さ
れ
て
い
る
婚
姻
擁
護
法
に
つ
い
て
の
検
討
」『
小
野
幸
二
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
二
一
世
紀
の
民
法
』（
法
学
書
院
、

一
九
九
六
年
）
八
三
一
頁
、
小
泉
明
子
「
婚
姻
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
（
二
・
完
）
――

ア
メ
リ
カ
の
同
性
婚
訴
訟
を
中
心
に
」
民
商
法
雑
誌
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一
三
七
巻
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
七
︲
四
〇
頁
、
孫
ピ
ヤ
ワ
ン
「
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
に
お
け
る
婚
姻
擁
護
法
（the D

efense of 
M

arriage A
ct

）
の
意
義
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
一
三
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
五
一
頁
等
を
参
照
。

（
4
）　26 U

.S.C. 

§ 2056(a).
（
5
）　

連
邦
地
裁
判
決
（W

indsor v. U
nited States, 833 F. Supp. 2d 394 (S.D

.N
.Y

., 2012)

）、
連
邦
控
裁
判
決
（W

indsor v. 
U

nited States, 699 F.3d 169 (2d Cir. 2012)

）
は
と
も
に
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
三
条
を
合
衆
国
憲
法
修
正
五
条
違
反
で
あ
る
と
し
て
違
憲
判

決
を
下
し
て
い
る
。

（
6
）　W

indsor, 133 S. Ct. at 2689.

（
7
）　Id. at 2689-2690.

こ
こ
で
法
廷
意
見
が
例
と
し
て
挙
げ
た
連
邦
法
は
、
移
民
と
し
て
の
資
格
を
得
る
た
め
に
な
さ
れ
た
偽
装
結
婚

の
効
力
を
否
定
す
る8 U

.S.C. 

§ 1186(a)(1)

、
そ
し
て
、
社
会
保
障
を
享
受
す
る
た
め
の
収
入
を
ベ
ー
ス
と
し
た
基
準
を
定
め
る
に
あ
た

り
、
州
の
立
場
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
婚
姻
を
容
認
す
る42 U

.S.C. 

§ 1382c(d)(2)

で
あ
る
。

（
8
）　

行
政
活
動
検
査
院
（General A

ccounting O
ffi

ce, GA
O

）
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
四
年
段
階
で
、
婚
姻
関
係
に
付
随
し

た
り
、
婚
姻
を
条
件
と
し
て
付
与
さ
れ
た
り
す
る
権
利
、
利
益
、
特
権
に
つ
い
て
定
め
る
連
邦
の
法
令
上
の
規
定
は
、
一
一
三
八
あ
る
と

い
う
。GA

O
, D

. Shah, D
efense of M

arriage A
ct: U

pdate to Prior R
eport 1 (GA

O
-04-353R, 2004), available at 

〈http://
w

w
w

.gao.gov/assets/100/92441.pdf
〉.

（
9
）　W

indsor, 133 S. Ct. at 2690-2691.

（
10
）　

そ
の
例
と
し
て
法
廷
意
見
が
挙
げ
た
判
決
は
、Loving v. V

irginia, 388 U
.S. 1 (1967) 

で
あ
る
。

（
11
）　Sosna v. Iow

a, 419 U
.S. 393, 404 (1975).

（
12
）　W

indsor, 133 S. Ct. at 2691-2692.

（
13
）　Id. at 2692.

（
14
）　Id.

（
15
）　Id.

（
16
）　Id. at 2692-2693.

（
17
）　D

epartm
ent of A

griculture v. M
oreno, 413 U

.S. 528, 534-535 (1973).
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（
18
）　Rom

er v. Evans, 517 U
.S. 620, 633 (1996).

（
19
）　W

indsor, 133 S. Ct. at 2693.
（
20
）　Id.

（
21
）　H

.R. Rep. N
o. 104-664, at 12-13, 16 (1996), available at 

〈http://w
w

w
.gpo.gov/fdsys/pkg/CRPT

-104hrpt664/pdf/
CRPT

-104hrpt664.pdf

〉.

（
22
）　W

indsor, 133 S. Ct. at 2693.

（
23
）　Id. at 2694.

（
24
）　Id.

さ
ら
に
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
育
て
ら
れ
て
い
る
子
ど
も
に
対
す
る
悪
影
響
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
25
）　

具
体
例
に
つ
い
て
は
、see Id. at 2694-2695.

（
26
）　Id. at 2695-2696.

（
27
）　See, e.g., W

illiam
 N

. Eskridge, Jr., A
 H

istory of Sam
e-Sex M

arriage, 79 V
A

. L. R
ev. 1483 (1993); Joseph Landau, 

Sym
posium

: D
efense of M

arriage A
ct: Law

, Policy, and the Future of M
arriage: Forew

ord, 81 F
o

rd
h

a
m L. R

ev. 537 
(2012). 

邦
語
文
献
も
多
い
が
、
全
体
像
と
し
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
チ
ョ
ー
ン
シ
ー
（
上
杉
富
之
・
村
上
隆
則
訳
）『
同
性
婚
――

ゲ
イ
の
権

利
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
現
代
史
』（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）、
小
泉
明
子
「
家
族
の
価
値
（fam

ily values

）
と
は
な
に
か
（
一
）

――

宗
教
右
派
と
同
性
婚
」
法
学
論
叢
一
七
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
六
二
頁
、
小
泉
・
前
掲
注（
3
）六
五
頁
等
を
参
照
。

（
28
）　

概
観
と
し
て
、
駒
村
圭
吾
「
同
性
婚
論
争
と
ア
メ
リ
カ
」
新
井
誠
ほ
か
編
『
地
域
に
学
ぶ
憲
法
演
習
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一

年
）
二
九
四
頁
を
参
照
。
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
を
め
ぐ
る
下
級
審
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
石
田
・
前
掲
注（
2
）三
二
一
︲
三
三
六
頁
、
小
泉
明
子

「
婚
姻
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
（
一
）
――

ア
メ
リ
カ
の
同
性
婚
訴
訟
を
中
心
に
」
民
商
法
雑
誌
一
三
七
巻
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
五
一
頁

等
を
参
照
。

（
29
）　

同
性
婚
に
関
す
る
各
州
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
井
樋
三
枝
子
「
ア
メ
リ
カ
の
州
に
お
け
る
同
性
婚
法
制
定
の
動
向
」
外
国
の
立
法
二

五
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
頁
等
を
参
照
。
な
お
、
全
米
州
議
会
議
員
連
盟
（N

ational Conference of State Legislatures

）
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
る
と
、
本
稿
執
筆
時
の
二
〇
一
三
年
八
月
段
階
で
は
、
一
三
州
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
に
お
い
て
同
性
婚
が
合
法
化

さ
れ
て
い
る
一
方
、
二
九
州
で
は
州
憲
法
、
六
州
で
は
州
法
に
お
い
て
、
婚
姻
を
男
女
間
に
限
定
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
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た
だ
し
後
者
に
属
す
る
州
に
お
い
て
も
、
婚
姻
と
は
別
の
形
態
に
よ
り
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
何
ら
か
の
利
益
を
付
与
す
る
州
も
少
な
く
な

い
よ
う
で
あ
る
。〈http://w

w
w

.ncsl.org/issues-research/hum
an-services/sam

e-sex-m
arriage-overview

.aspx

〉.
（
30
）　

こ
の
よ
う
に
オ
バ
マ
政
権
は
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
を
執
行
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
様
々
な
仕
方
で
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
対
し
て
――

法

規
定
の
解
釈
に
際
し
て
「
家
族
」「
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
り
、
法
執
行
に
際
し
て
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
裁
量

を
行
使
す
る
な
ど
し
て
――

連
邦
上
の
待
遇
改
善
に
向
け
た
取
組
み
を
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ

き
詳
細
は
、see Joseph Landau, D

O
M

A
 and Presidential D

iscretion: Interpreting and E
nforcing Federal Law

, 81 
F

o
rd

h
a

m L. R
ev. 619 (2012)

。

（
31
）　

ホ
ル
ダ
ー
の
人
物
紹
介
と
し
て
、
高
畑
英
一
郎
「［
法
務
行
政
］『
ひ
と
つ
の
ア
メ
リ
カ
』
推
進
の
パ
ー
ト
ナ
ー
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六

六
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
九
頁
を
参
照
。

（
32
）　Letter from

 the A
ttorney G

eneral to Congress on Litigation Involving the D
efense of M

arriage A
ct (Feb. 23, 

2011), available at 〈http://w
w

w
.justice.gov/opa/pr/2011/February/11-ag-223.htm

l

〉.

　

こ
れ
は
、
司
法
長
官
が
法
律
の
違
憲
性
を
理
由
に
執
行
や
擁
護
を
し
な
い
等
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
旨
を
定
め
る
、28 U

SC 
§ 530D

に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
報
告
で
あ
る
。

（
33
）　See, e.g., Gill v. O

ffi
ce of Personal M

anagem
ent, 699 F. Supp. 2d 374 (D

. M
ass. 2010).

（
34
）　

そ
の
二
つ
の
判
決
は
い
ず
れ
も
後
に
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
三
条
を
違
憲
と
し
た
。
一
つ
は
、Pederson v. O

ffi
ce Pers. M

gm
t., 881 F. 

Supp. 2d 294 (D
. Conn. 2012) 

で
あ
り
、
も
う
一
つ
がW

indsor

事
件
の
地
裁
判
決
で
あ
るW

indsor v. U
nited States, 833 F.

Supp. 2d 394 (S.D
.N

.Y
. 2012)

で
あ
る
。

（
35
）　

そ
の
根
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
た
判
決
は
、Bow

en v. Gilliard, 483, U
.S. 587, 602-603 (1987) 

と
、City of Cleburne v. 

Cleburne Living Center, 473 U
.S. 432, 441-442 (1985) 

で
あ
る
。

（
36
）　

そ
の
根
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
た
判
決
は
、Clark v. Jeter, 486 U

.S. 456, 461 (1988) 

で
あ
る
。

（
37
）　

そ
の
根
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
た
判
決
は
、U

nited States v. V
irginia, 518 U

.S. 515, 533, 535-536 (1996) 

で
あ
る
。

（
38
）　
ホ
ル
ダ
ー
書
簡
は
、
そ
の
具
体
例
を
挙
げ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
⑵
の
根
拠
と
し
て
ホ
ル
ダ
ー
書
簡
は
、
訟
務
長
官
（Solicitor 
General

）
経
験
者
の
ワ
ク
ス
マ
ン
（Seth P. W

axm
an

）
が
執
筆
し
た
論
文
を
引
用
し
て
い
る
。See Seth P. W

axm
an, 



543

「違憲」な法律の執行義務と擁護義務

D
efending Congress, 79 N

.C.L. R
ev. 1073, 1083 (2001). 

そ
の
ワ
ク
ス
マ
ン
論
文
は
、
⑵
の
場
合
の
例
と
し
て
、M

etro 
Broadcasting, Inc. v. FCC, 497 U

.S. 547 (1990)

を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
Ⅲ
㈡
３
を
参
照
。

（
39
）　

た
と
え
ば
、
下
院
司
法
委
員
会
は
、
ホ
ル
ダ
ー
書
簡
が
出
さ
れ
た
後
、
直
ち
に
委
員
長
名
で
こ
れ
を
非
難
す
る
声
明
を
出
し
て
い
る
。

Press Release, U
.S. H

ouse of Representatives Com
m

ittee on the Judiciary, Sm
ith: D

O
J H

as a R
esponsibility to 

D
efend D

O
M

A
 (Feb. 23, 2011), available at 〈http://judiciary.house.gov/new

s/2011/feb/110223D
O

M
A

.htm
l

〉.

（
40
）　Press Release, Statem

ent by John Boehner (R
-W

est Chester) R
egarding the D

efense of M
arriage A

ct (M
ar. 4, 

2011), available at 〈http://boehner.house.gov/new
s/docum

entsingle.aspx?D
ocum

entID
=227399

〉.

（
41
）　Id. See also Rule of the H

ouse of Representatives for the 113th Cong. R. II. 8 (2013).

（
42
）　Press Release, R

epresentative N
ancy Pelosi, Pelosi Letter to Speaker Boehner on H

ouse Counsel D
efense of 

D
O

M
A

 (M
ar. 11, 2011), available at 

〈http://pelosi.house.gov/new
s/press-releases/2011/03/pelosi-letter-to-speaker-

boehner-on-house-counsel-defense-of-dom
a.shtm

l

〉.

（
43
）　Carrie Johnson, A

ttorney G
eneral H

older Backs Paul Clem
ent on D

O
M

A
 D

efense, N
PR (A

pr. 26, 2011), available 
at 

〈http://w
w

w
.npr.org/blogs/itsallpolitics/2011/04/26/135744243/attorney-general-holder-backs-paul-clem

ent-on-
dom

a-defense

〉.

こ
の
よ
う
な
経
緯
に
関
連
す
る
憲
法
問
題
に
つ
い
て
は
、
Ⅲ
㈤
で
後
述
す
る
。

（
44
）　A

ziz Z. H
uq, E

nforcing (But N
ot D

efending) 

“Unconstitutional

” Law
s, 98 V

a. L. R
ev. 1001, 1005 (2012).

（
45
）　

横
大
道
聡
「
大
統
領
の
憲
法
解
釈
――

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
るSigning Statem

ents

を
巡
る
論
争
を
中
心
に
」
研
究
論
文

集
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
二
五
︲
三
二
頁
。

（
46
）　C

h
rist

o
ph

er N
. M

a
y, P

resid
en

t
ia

l D
efia

nc
e o

f 
“Unc

o
n

st
it

u
t

io
n

a
l

” L
a

w: R
ev

iv
in

g t
h

e R
o

y
a

l P
rero

ga
t

iv
e 9-38 

(1998). 

（
47
）　Saikrishna Bangalore Prakash, T

he E
xecutiveʼs D

uty to D
isregard U

nconstitutional Law
, 96 G

eo. L.J. 1615, 
1616-1617, 1629-1631 (2008).

プ
ラ
カ
シ
ュ
に
賛
同
す
る
者
と
し
て
、Robert J. D

elahunty, T
he O

bam
a A

dm
inistrationʼs 

D
ecisions to E

nforce, but N
ot D

efend, 

§3, 106 N
W

. U
. L. R

ev. C
o

llo
q

u
y 69, 71 (2012). See also M

ichael B. Rappaport, 
T

he U
nconstitutionality of 

“Signing and N
ot-enforcing

”, 16 WM


. &
 M

a
ry B

ill R
t

s. 113 (2007).
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（
48
）　H

uq, supra note 44, at 1009, 1036-1046.

（
49
）　D

aniel J. M
eltzer, E

xecutive D
efense of Congressional A

cts, 61 D
u

k
e L. J. 1183 (2012).

ち
な
み
に
メ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
オ

バ
マ
政
権
の
も
と
で
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
法
律
顧
問
首
席
代
理
（Principal D

eputy W
hite 

H
ouse Counsel

）
を
、
そ
の
後
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
諮
問
委
員
会
（Intelligence A

dvisory Board

）
の
委
員
お
よ
び
イ
ン
テ
リ

ジ
ェ
ン
ス
監
視
委
員
会
（Intelligence O

versight Board

）
の
委
員
を
現
在
ま
で
務
め
て
い
る
（
二
〇
一
三
年
に
は
後
者
の
委
員
会

の
委
員
長
に
任
命
さ
れ
て
い
る
）〈http://w

w
w

.law
.harvard.edu/faculty/directory/10578/M

eltzer

〉。

（
50
）　28 U

.S.C. 
§ 530D

.

（
51
）　M

eltzer, supra note 49 at 1194-1195. See also, Parker Rider-Longm
aid, Com

m
ent: T

ake Care T
hat the Law

s be 
Faithfully Litigated, 161 U

. P
a. L. R

ev. 291, 300-301 (2012).

（
52
）　H

uq, supra note 44, at 1037-1041.

（
53
）　M

eltzer, supra note 49 at 1195-1197. 

（
54
）　D

avid A
. Strauss, Presidential Interpretation of the Constitution, 15 C

a
rd

o
zo L. R

ev. 113, 122-127 (1993). See also 
H

uq, supra note 44, at 1041-1046.

（
55
）　See generally D

aw
n E. Johnsen, Presidential N

on-E
nforcem

ent of Constitutionally O
bjectionable Statutes, 63 

L
a

w &
 C

o
n

t
em

p. P
ro

b. 7, 9-12 (2000). 
横
大
道
・
前
掲
注（
45
）二
九
︲
三
二
頁
も
参
照
。

（
56
）　

Ｏ
Ｌ
Ｃ
の
組
織
・
職
務
・
機
能
に
つ
き
詳
細
は
、
横
大
道
聡
「
執
行
府
の
憲
法
解
釈
機
関
と
し
て
の
Ｏ
Ｌ
Ｃ
と
内
閣
法
制
局
――

動

態
的
憲
法
秩
序
の
一
断
面
〔
補
訂
版
〕」
研
究
論
文
集
五
巻
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
四
︲
三
〇
頁
を
参
照
。

（
57
）　M

em
orandum

 from
 W

alter D
ellinger, A

ssistant A
ttorney General, O

ffi
ce of Legal Counsel, to the H

onorable 
A

bner J. M
ikva, Counsel to the President, Presidential A

uthority to D
ecline to E

xecute U
nconstitutional Statutes 

(N
ov. 2, 1994), available at 〈http://w

w
w

.usdoj.gov/olc/nonexcut.htm

〉.

（
58
）　

横
大
道
・
前
掲
注（
45
）二
九
︲
三
〇
頁
も
参
照
。

（
59
）　M

yers v. U
nited States, 272 U

.S. 52 (1926).

（
60
）　Freytag v. Com

m
issioner, 501 U

.S. 868 (1991).
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（
61
）　Id. at 906 (Scalia, J., concurring in part and concurring in the judgm

ent).
（
62
）　Y

oungstow
n Sheet &

 T
ube Co. v. Saw

yer, 343 U
.S. 579 (1952).

（
63
）　Id. at 635-638 (Jackson, J., concurring).

（
64
）　

デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
・
メ
モ
は
、
付
属
資
料
と
し
て
複
数
の
意
見
を
添
付
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
、
一
九
八
〇
年
に
当
時
の
司

法
長
官
チ
ビ
レ
ッ
テ
ィ
（Benjam

in R. Civiletti

）
が
作
成
し
た
、T

he A
ttorney G

eneralʼs D
uty to D

efend and E
nforce 

Constitutionally O
bjectionable Legislation, 4 O

p. O
.L.C. 55 (1980)

で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、
前
述
し
たM

yers

判
決
を
、「
大

統
領
に
憲
法
上
課
さ
れ
る
義
務
は
、
大
統
領
に
対
し
て
違
憲
な
法
律
の
執
行
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
し
、
当
該
法
律
が
裁
判
所
に
よ
っ

て
違
憲
と
判
断
さ
れ
る
ま
で
、
一
時
的
に
執
行
す
る
よ
う
に
求
め
る
も
の
で
も
な
い
、
と
判
断
し
た
」
事
例
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

（
65
）　M

yers v. U
nited States, 272 U

.S. 52 (1926).

（
66
）　See T

he A
ttorney G

eneralʼs D
uty to D

efend and E
nforce Constitutionally O

bjectionable Legislation 4A
 O

p. 
O

.L.C. 55, 59 (1980).

（
67
）　

署
名
声
明
に
つ
き
詳
細
は
、
横
大
道
・
前
掲
注（
45
）、
横
大
道
聡
「
政
府
の
憲
法
解
釈
――

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
近
年
の
憲
法
実
践

か
ら
」
比
較
憲
法
学
研
究
二
三
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
四
九
頁
、
梅
川
健
「
レ
ー
ガ
ン
政
権
に
お
け
る
大
統
領
権
力
の
拡
大
――

保
守
的

法
律
家
の
憲
法
解
釈
と
署
名
見
解
の
制
度
化
」
日
本
政
治
学
会
編
『
年
報
政
治
学
二
〇
一
一
︲
Ｉ　

政
治
に
お
け
る
忠
誠
と
倫
理
の
理
念

化
』（
木
鐸
社
、
二
〇
一
一
年
）
二
四
七
頁
を
参
照
。

（
68
）　

デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
一
九
九
三
年
に
作
成
し
た
Ｏ
Ｌ
Ｃ
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
お
い
て
、
憲
法
上
の
疑
義
に
基
づ
い
て
法
律
の
規
定
の
執

行
を
拒
否
す
る
署
名
声
明
は
「
妥
当
か
つ
合
理
的
な
大
統
領
の
権
限
行
使
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。M

em
orandum

 from
 W

alter 
D

ellinger, A
ssistant A

ttorney General, O
ffi

ce of Legal Counsel, to Bernard N
. N

ussbaum
, Counsel to the President, 

T
he Legal Significance of Presidential Signing Statem

ents (N
ov. 3 1993).

こ
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
横
大

道
・
前
掲
注（
45
）一
一
︲
一
二
頁
を
参
照
。

（
69
）　IN

S v. Chadha, 462 U
.S. 919 (1983).

（
70
）　Id. at 942 n. 13.

（
71
）　

横
大
道
・
前
掲
注（
45
）三
二
︲
三
三
頁
。
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（
72
）　

訟
務
長
官
の
職
務
は
、
合
衆
国
の
利
害
に
関
わ
る
事
件
に
つ
い
て
、
最
高
裁
に
お
け
る
上
訴
と
訴
訟
の
遂
行
、
弁
論
を
行
う
こ
と
で

あ
る
。28 C.F.R. 0.20.

（
73
）　

た
と
え
ば
あ
る
論
文
は
、
オ
バ
マ
政
権
の
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
擁
護
拒
否
に
つ
い
て
、「
こ
の
決
定
の
最
も
驚
く
べ
き
こ
と
は
お
そ
ら
く
、
当

時
の
訟
務
長
官
代
理
の
ニ
ー
ル
・
キ
ャ
テ
ィ
ル
（N

eal K
atyal

）
が
か
か
る
『
非
擁
護
』
に
異
を
唱
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
統
領

と
司
法
長
官
が
決
定
を
下
し
た
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。D

evelopm
ent in the Law

, Presidential A
uthority, 125 H

a
rv. 

L. R
ev. 2057, 2114 (2012). 

訟
務
長
官
の
役
割
論
の
観
点
か
ら
オ
バ
マ
政
権
の
対
応
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、see Charles Fried, 

T
he Solicitor G

eneralʼs O
ffi

ce, T
radition and Conviction, 81 F

o
rd

h
a

m L. R
ev. 549 (2012).

（
74
）　

こ
の
論
点
に
つ
い
て
、
邦
語
文
献
で
は
と
り
わ
け
、
北
見
宏
介
「
政
府
の
訴
訟
活
動
に
お
け
る
期
間
利
益
と
公
共
利
益
（
四
）（
五
）

――

司
法
省
に
よ
る
『
合
衆
国
の
利
益
』
の
実
現
を
め
ぐ
っ
て
」
北
大
法
学
論
集
五
九
巻
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
七
六
三
頁
、
五
九
巻

六
号
（
二
〇
〇
八
年
）
二
九
四
九
頁
を
参
照
。

（
75
）　H

uq, supra note 44, at 1036.

（
76
）　N

eal D
evins &

 Saikrishna Prakash, T
he Indefensible D

uty to D
efend, 112 C

o
lm. L. R

ev. 507 (2012). 

（
77
）　Stacy Pepper, T

he D
efenseless M

arriage A
ct: T

he Legitim
acy of President O

bam
aʼs R

efusal to D
efend D

O
M

A
 

§ 3, 24 S
t

a
n. L. &

 P
o

lʼy R
ev. 1, 20-23 (2013).

（
78
）　A

bner S. Greene, Interpretive Schizophrenia: H
ow

 Congressional Standing Can Solve the E
nforce-But-N

ot-D
e‑ 

fend Problem
, 81 F

o
rd

h
a

m L. R
ev. 577, 578 (2012).

（
79
）　D

aw
n Johnsen, T

he O
bam

a A
dm

inistrationʼs D
ecision to D

efend Constitutional E
quality rather than the D

efense 
of M

arriage A
ct, 81 F

o
rd

h
a

m L. R
ev. 599, 609-610 (2012).

（
80
）　Id. at 610-611.

（
81
）　Rider-Longm

aid, supra note 51, at 306-307.

（
82
）　Id. at 307-309.

（
83
）　Id. at 307.

同
趣
旨
の
指
摘
と
し
て
、see W

axm
an, supra note 38, at 1078 n. 14. 

（
84
）　Id. at 312.

他
方
、
大
統
領
の
擁
護
拒
否
を
他
機
関
へ
の
敬
譲
と
み
る
こ
と
に
批
判
的
な
見
解
と
し
て
、see Pepper, supra note 
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77, at 30-34. 
（
85
）　

さ
ら
に
、
民
主
的
正
統
性
を
有
す
る
大
統
領
に
よ
る
支
持
に
よ
り
、
裁
判
所
が
違
憲
判
決
を
出
す
際
に
生
じ
る
「
反
多
数
決
主
義
の

難
点
」
を
一
定
程
度
回
避
で
き
る
、
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
見
平
典
『
違
憲
審
査
制

を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
――

現
代
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
所
の
積
極
化
の
背
景
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
七
〇
︲
七
一
、
八
二

頁
を
参
照
。

（
86
）　Johnsen, supra note 79, at 603 (em

phasis added).

（
87
）　

司
法
省
に
よ
る
擁
護
拒
否
の
実
例
を
詳
細
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
る
も
の
と
し
て
、see D

evins &
 Prakash, supra note 76 at 

559-566.

（
88
）　M

eltzer, supra note 49 at 1198-1205. See also H
uq, supra note 44, at 1016-1021.

（
89
）　M

eltzer, supra note 49 at 1198. see also Johnsen, supra note 79 at 603-604. 

（
90
）　D

ickerson v. U
nited States, 530 U

.S. 428 (2000).

（
91
）　M

iranda v. A
rizona, 384 U

.S. 436 (1966).

（
92
）　U

nited States v. D
ickerson, 166 F.3d 667, 682 (1998).

（
93
）　D

ickerson, 530 U
.S. at 441-442. 

な
お
、
こ
の
よ
う
な
対
応
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注（
151
）お
よ
び（
162
）も
参
照
。

（
94
）　M

eltzer, supra note 49, at 1199.

（
95
）　W

axm
an, supra note 38, at 1085-1088. 

ワ
ク
ス
マ
ン
に
よ
る
と
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
、
制
定
当
時
は
合
憲
と
思
わ
れ
て
い
た

も
の
の
、
後
の
連
邦
最
高
裁
判
決
に
よ
り
、
そ
の
合
憲
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
が
多
い
と
い
う
（Id. at 1086

）。

も
っ
と
も
ワ
ク
ス
マ
ン
は
、
時
に
は
先
例
の
変
更
も
求
め
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
、H

enderson v. U
nited States, 339 U

.S. 816 
(1950)

に
お
い
て
、「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」
を
合
憲
と
し
たPressy v. Farguson, 163 U

.S. 537 (1896)

を
覆
す
よ
う
に
求
め
た
例

を
挙
げ
て
い
る
（at 1087

）。

（
96
）　M

eltzer, supra note 49, at 1199-1201. See also Johnsen, supra note 79, at 603-604.

（
97
）　U

nited States v. Lovett, 328 U
.S. 303 (1946).

（
98
）　M

eltzer, supra note 49, at 1201.
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（
99
）　IN

S v. Chadha, 462 U
.S. 919 (1983).

（
100
）　H

uq, supra note 44, at 1018-1020.
（
101
）　Id. at 1019.

（
102
）　M

eltzer, supra note 49, at 1202-1205. 
（
103
）　M

etro Broadcasting Inc. v. FCC, 497 U
.S. 547 (1990).

（
104
）　

前
掲
注（
38
）で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ホ
ル
ダ
ー
書
簡
が
、「
大
統
領
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
は
違
憲
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
場

合
」
に
法
律
の
擁
護
拒
否
が
可
能
と
な
る
と
述
べ
た
際
に
引
用
し
た
ワ
ク
ス
マ
ン
の
論
文
で
は
、
こ
の
場
面
の
具
体
例
と
し
て
、M

etro 
Broadcasting, Inc.

判
決
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。W

axm
an, supra note 38, at 1083. 

こ
の
こ
と
に
照
ら
す
と
、
ホ
ル
ダ
ー
書
簡
は

こ
の
第
三
の
場
面
を
想
定
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
105
）　

た
だ
し
、
こ
の
事
例
は
執
行
府
内
部
に
お
け
る
憲
法
解
釈
の
相
違
と
捉
え
う
る
点
で
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
よ
う
に
執
行
府
と
し
て
擁
護
を

拒
否
す
る
場
合
と
は
異
な
る
と
い
う
点
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。See H

uq, supra note 44, at 1031-1034. 

ハ
ク
は
、こ
の
パ
タ
ー
ン

の
具
体
例
と
し
て
、Buckley v. V

aleo, 424 U
.S. 1 (1976), M

orrison v. O
lson, 487 U

.S. 654 (1988) 

を
挙
げ
て
い
る
。

（
106
）　

な
お
、
本
判
決
の
立
場
は
、
一
九
九
五
年
に
下
さ
れ
たA

darand Constructors, Inc v. Pena, 515 U
.S. 220 (1995) 

で
事
実

上
覆
さ
れ
て
い
る
。

（
107
）　Statem

ent on Signing the N
ational D

efense A
uthorization A

ct of Fiscal Y
ear 1996, available at 

〈http://w
w

w
.

presidency.ucsb.edu/w
s/?pid=52387

〉.

（
108
）　H

uq, supra note 44, at 1020-1021. 

（
109
）　M

eltzer, supra note 49, at 1204-1205.

な
お
、
関
連
す
る
論
点
と
し
て
、
合
衆
国
が
訴
訟
当
事
者
で
は
な
い
が
、
連
邦
法
の
合

憲
性
が
訴
訟
で
争
点
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
合
衆
国
と
り
わ
け
司
法
省
が
当
該
法
律
の
違
憲
性
を
主
張
す
る
ア
ミ
カ
ス
意
見
書

を
提
出
す
る
こ
と
の
是
非
が
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
判
所
規
則
（Suprem

e Court Rule

）
で
は
、
ア
ミ
カ
ス
意
見
書
の
提
出
に
は
、
当

事
者
の
合
意
を
得
る
か
、
最
高
裁
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
が
（S. Ct. R. 37.2(a)(b), 37.3(a)(b)

）、
訟
務
長
官
に
限
り
、
許
可
な
く
単
独

で
提
出
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（S. Ct. R. 37.4

）。
さ
ら
に
、
最
高
裁
の
側
か
ら
、
訟
務
長
官
に
対
し
て
ア
ミ
カ
ス
意
見
書
の

提
出
を
求
め
る
場
合
も
多
い
と
い
う
。
北
見
（
四
）・
前
掲
注（
74
）一
八
一
三
頁
。
こ
の
例
と
し
て
メ
ル
ツ
ァ
ー
は
、Brow

n v. Board 



549

「違憲」な法律の執行義務と擁護義務

of Education, 347 U
.S. 483 (1954)

に
お
い
て
、
司
法
省
が
人
種
別
学
の
違
憲
性
を
主
張
す
る
ア
ミ
カ
ス
意
見
書
を
作
成
し
た
事
例
を

挙
げ
て
い
る
。
メ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
の
訴
訟
参
加
と
、
合
衆
国
が
訴
訟
当
時
者
と
な
っ
た
場
合
に
法
律
の
違
憲
性
を
主

張
す
る
場
合
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
前
者
も
ま
た
「
極
め
て
稀
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。M

eltzer, supra 
note 49 at 1206-1208. Brow

n

判
決
に
至
る
ま
で
の
政
治
部
門
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
見
平
・
前
掲
注（
85
）八
六
︲
九
四
頁
を
参
照
。

同
書
は
そ
の
他
に
も
、
司
法
省
の
ア
ミ
カ
ス
・
キ
ュ
リ
ィ
と
し
て
の
訴
訟
参
加
が
司
法
積
極
主
義
に
与
え
た
影
響
を
随
所
で
指
摘
し
て
い

る
（
た
と
え
ば
、
一
〇
〇
︲
一
〇
三
、
一
六
〇
︲
一
六
一
頁
な
ど
）。

　

ち
な
み
に
連
邦
法
上
、
政
府
が
訴
訟
当
事
者
と
は
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
公
益
に
影
響
す
る
連
邦
法
の
合
憲
性
が
争
点
と
な
っ
て

い
る
訴
訟
の
場
合
に
は
、
訴
訟
へ
の
介
入
が
認
め
ら
れ
る
。28 U

.S.C.

§2403(a).

日
本
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注
（
187
）
を
参
照
。

（
110
）　Johnsen, supra note 79, at 608-609.

（
111
）　M

eltzer, supra note 49, at 1209, 1235; Johnsen, supra note 79, at 603.

（
112
）　

上
院
の
場
合
、
連
邦
法
に
よ
り
、
議
会
に
憲
法
上
与
え
ら
れ
た
権
限
や
責
任
が
関
係
す
る
係
争
中
の
訴
訟
に
対
し
、
上
院
決
議
に
基

づ
い
て
、
上
院
法
律
顧
問
局
（O

ffi
ce of Senate Legal Counsel

）
が
ア
ミ
カ
ス
・
キ
ュ
リ
ィ
と
し
て
介
入
で
き
る
旨
定
め
ら
れ
て
い

る
。2 U

.S.C. 

§ 288e(a). 

下
院
の
場
合
、
連
邦
法
で
は
な
く
下
院
規
則
（H

ouse Rule

）
に
よ
り
、
下
院
法
律
顧
問
局
が
訴
訟
に
介
入

で
き
る
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
注（
41
）参
照
）。
ま
た
、
議
員
個
人
と
し
て
、
ア
ミ
カ
ス
書
面
を
作
成
す
る
場
合
も
あ
る
。
詳
細
に

つ
い
て
は
、A

m
anda Frost, Congress in Court, 59 U

CLA
 L. R

ev. 914, 942-947 (2012).

フ
ロ
ス
ト
（A

m
anda Frost

）
に
よ

る
と
、
上
下
院
の
法
律
顧
問
が
訴
訟
に
参
加
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が
（Id. at 945

）、
ハ
ク
曰
く
、「
異
例
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
」。H

uq, supra note 44, at 1029.

（
113
）　M

eltzer, supra note 49 at 1209-1213.

さ
ら
に
、
④
訴
訟
が
各
地
で
多
数
提
起
さ
れ
た
場
合
な
ど
、
連
邦
議
会
に
よ
る
擁
護
で

は
対
応
し
き
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
理
由
に
挙
げ
て
い
る
。Id. at 1213 n. 138.

な
お
、
こ
う
し
た
事
情
も
踏
ま
え
つ

つ
、
訴
訟
に
お
い
て
よ
り
多
く
の
議
会
関
与
を
認
め
る
べ
き
だ
と
論
じ
る
も
の
と
し
て
、Frost, supra note 112.

（
114
）　M

eltzer, supra note 49 at 1213-1214.

（
115
）　Id. at 1214-1217. 

こ
の
ホ
ル
ダ
ー
書
簡
の
立
場
は
、
展
開
さ
れ
る
議
論
の
「
合
理
性
」
の
有
無
を
大
統
領
の
主
観
的
判
断
に
依
拠

さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、see, D

evelopm
ent in the Law

, supra note 73, at 2132.
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（
116
）　M

eltzer, supra note 49, at 1217-1218.

（
117
）　Id. at 1218-1220. 

な
お
、
ホ
ル
ダ
ー
書
簡
を
受
け
て
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
（N

ew
t Gingrich

）
上
院
議
員
が
、
司
法
省
部
局
の
予
算

を
返
還
（refund

）
さ
せ
る
べ
き
と
か
、
大
統
領
を
弾
劾
す
べ
き
と
述
べ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。See e.g., Paul Bedard, N

ew
t 

G
ingrich: O

bam
a Could Be Im

peached O
ver G

ay M
arriage R

eversal, U
S N

ew
s, Feb. 25, 2011. 

（
118
）　See, e.g., Lynn D

. W
ardle, Section T

hree of the D
efense of M

arriage A
ct: D

eciding, D
em

ocracy, and the Consti
tution, 58 D

ra
k

e L. R
ev. 951, 970 (2010).

（
119
）　Peter L. Strauss, T

he President and Choices N
ot to E

nforce, 63 L
a

w&
 C

o
m

t
em

p. P
ro

bs, 107, 119-120 (2000).

（
120
）　

こ
こ
で
メ
ル
ツ
ァ
ー
が
挙
げ
る
事
例
は
、O

regon v. M
itchell, 400 U

.S. 112 (1970)

と
、 M

cConnell v. FEC, 540 U
.S. 93 

(2003)

で
あ
る
（M

eltzer, supra note 49, at 1225-1227

）。

（
121
）　M

eltzer, supra note 49, at 1224-1225.

（
122
）　Id. at 1225-1227.

（
123
）　Id. at 1228 (em

phasis added).

（
124
）　O

ffi
ce of Legal Policy, U

.S. D
epartm

ent of Justice, Guidelines on Constitutional Litigation (Feb. 19, 1988), available 
at 〈http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=pur1.32754077977712;view

=1up;seq=2

〉.

（
125
）　Id. at 3.

（
126
）　

メ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
同
報
告
書
に
お
い
て
、
避
妊
具
の
使
用
規
制
に
関
す
るGrisw

old v. Connecticut

判
決
（381 U

.S. 479 
(1965)

）
も
、
中
絶
規
制
に
関
す
るRoe v. W

ade
判
決
（410 U

.S. 113 (1973)

）
も
、
ミ
ラ
ン
ダ
警
告
に
関
す
るM

iranda v. 
A

rizona

判
決
（384 U

.S. 436 (1966)

）
も
、
す
べ
て
誤
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
（Id. at 3, 10-11, 44

）
注
意
を
喚
起
し
て

い
る
。M

eltzer, supra note 49, at 1228-1229.

（
127
）　Id. at 1228-1232. 

な
お
、
執
行
府
の
憲
法
解
釈
を
補
佐
す
る
Ｏ
Ｌ
Ｃ
は
、
最
良
の
法
的
ア
ド
バ
イ
ス
や
意
見
文
書
を
作
成
す
る
た

め
の
方
針
に
つ
い
て
述
べ
た
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
（M

em
orandum

 from
 D

avid J. Barron, acting A
ssistant A

ttorney General, to 
attorneys of the offi

ce, R
e: Best Practices for O

LC Legal A
dvice and W

ritten O
pinions, 1-2 (July, 16, 2010), available 

at 

〈http://w
w

w
.justice.gov/olc/pdf/olc-legal-advice-opinions.pdf

〉）
に
お
い
て
、
執
行
府
の
憲
法
解
釈
の
場
面
に
お
け
る
先
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例
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
横
大
道
・
前
掲
注（
67
）一
六
〇
︲
一
六
三
頁
を
参
照
。
Ｏ
Ｌ
Ｃ
に
お
け
る
先
例
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て

は
、see T

revor W
. M

orrison, Stare D
ecisis in the O

ffi
ce of Legal Counsel, 110 C

o
lu

m. L. R
ev. 1448 (2010).

（
128
）　M

eltzer, supra note 49 at 1228. 

執
行
拒
否
が
も
た
ら
す
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
分
析
す
る
と
い

う
立
場
を
鮮
明
し
、
メ
ル
ツ
ァ
ー
と
同
様
の
結
論
を
導
く
論
者
と
し
て
、see H

uq, supra note 44, at 1046-1089.

（
129
）　Johnsen, supra note 79 at 603 (em

phasis added).

（
130
）　Id.

（
131
）　D

aw
n E. Johnsen, Functional D

epartm
entalism

 and N
onjudicial Interpretation: W

ho D
eterm

ines Constitutional 
M

eaning?, 67 L
a

w &
 C

o
n

t
em

p. P
ro

b. 105, 120-130 (2004); Johnsen, supra note 79, at 605-606. See also Johnsen, supra 
note 55; 

横
大
道
・
前
掲
注（
45
）三
二
頁
。

（
132
）　

ジ
ョ
ン
セ
ン
は
、
一
九
九
三
～
九
六
年
ま
で
司
法
長
官
補
代
理
（D

eputy A
ssistant A

ttorney General

）
を
務
め
、
一
九
九

七
か
ら
九
八
年
ま
で
の
間
は
、
Ｏ
Ｌ
Ｃ
局
長
代
理
（A

cting A
ssistant A

ttorney General

）
を
務
め
て
い
た
。〈http://info.law

.
indiana.edu/sb/page/norm

al/1419.htm
l

〉.

な
お
ジ
ョ
ン
セ
ン
は
、
第
一
期
の
オ
バ
マ
政
権
の
成
立
後
早
々
に
Ｏ
Ｌ
Ｃ
局
長
に
任
命

さ
れ
た
が
、
上
院
の
承
認
が
得
ら
れ
ず
に
就
任
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
横
大
道
聡
「
オ
バ
マ
と
法
学
者
」
法
学
セ
ミ

ナ
ー
六
六
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
三
〇
︲
三
一
頁
で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
133
）　

正
確
に
言
え
ば
ジ
ョ
ン
セ
ン
は
、
デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
・
メ
モ
の
立
場
を
ベ
ー
ス
に
し
つ
つ
、
よ
り
詳
細
に
執
行
拒
否
の
是
非
を
判
断
す

る
考
慮
要
素
に
つ
き
論
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。See Johnsen, supra note 55, at 44-52.

（
134
）　Johnsen, supra note 79, at 603-604.

（
135
）　Id. at 604.

（
136
）　Id. at 606.

（
137
）　Id. at 611-614. 

（
138
）　M

eltzer, supra note 49, at 1227-1232.

（
139
）　Johnsen, supra note 79, at 614-615.

（
140
）　Id. at 615.
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（
141
）　Id.

（
142
）　

デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
も
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
を
擁
護
す
る
こ
と
が
有
す
る
「
意
味
」
に
つ
い
て
、
ジ
ョ
ン
セ
ン
と
ほ
ぼ
同
じ
立
場
に
立
つ
。

W
alter D

ellinger, T
he D

O
M

A
 D

ecision, N
ew

 Republic, M
ar. 1, 2001.

執
行
拒
否
に
関
す
る
ジ
ョ
ン
セ
ン
や
デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
の

立
場
を
、
擁
護
拒
否
の
判
断
の
文
脈
に
応
用
す
る
こ
と
に
賛
同
す
る
見
解
と
し
て
、see Carlos A

. Ball, W
hen M

ay President 
R

efuse to D
efend A

 Statute?: T
he O

bam
a A

dm
inistration and D

O
M

A
, 106 N

W
. L. R

ev. C
o

llo
q

u
y 77 (2011). 

同
論
文
に

お
い
て
ボ
ー
ル
（Carlos A

. Ball

）
は
、
①
当
該
憲
法
問
題
に
関
す
る
裁
判
所
の
先
例
が
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
②
当
該
憲
法
問

題
の
性
質
が
重
大
な
規
範
的
・
政
策
的
問
題
で
あ
る
か
ど
う
か
、
③
懸
案
の
法
律
の
合
憲
性
に
つ
き
、
そ
の
立
法
過
程
で
議
会
が
十
分
に

憲
法
と
の
関
係
を
考
慮
し
た
か
否
か
、
④
執
行
府
以
外
の
機
関
が
当
該
法
律
を
擁
護
す
る
可
能
性
が
高
い
か
否
か
、
す
な
わ
ち
、
司
法
判

断
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
か
否
か
、
と
い
う
四
つ
の
要
素
――

こ
れ
は
ジ
ョ
ン
セ
ン
の
立
場
を
参
考
に
ボ
ー
ル
が
定
式
化
し
た
要
素

で
あ
る
――

を
総
合
的
に
判
断
し
て
擁
護
拒
否
の
是
非
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
結
論
と
し
て
オ
バ
マ
政
権
の
判
断
を
支
持
す
る
と

し
て
い
る
（Id. at 80-94
）。
ま
た
、
デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
と
ジ
ョ
ン
セ
ン
の
考
え
方
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
、
平
等
保
護
の
問
題
領
域
に
お

い
て
大
統
領
の
擁
護
拒
否
の
必
要
性
を
強
調
し
、
オ
バ
マ
政
権
の
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
擁
護
拒
否
の
正
当
化
を
試
み
る
議
論
と
し
て
、see Rider-

Longm
aid, supra note 51, at 312-361. 

（
143
）　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
駒
村
圭
吾
教
授
の
「
意
味
の
秩
序
」
論
が
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
駒
村
教
授
に
よ
る
と
、「
自
由
を

支
え
ま
た
は
こ
れ
を
制
限
す
る
も
の
を
秩
序
と
呼
ぶ
と
す
る
と
、
自
由
の
秩
序
に
は
さ
し
あ
た
り
、
三
つ
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
①
身

分
の
秩
序
、
②
権
利
義
務
の
秩
序
、
③
意
味
の
秩
序
、
で
あ
る
」。
駒
村
圭
吾
「『
意
味
の
秩
序
』
と
平
等
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
『
憲
法

理
論
叢
書
⑳ 

危
機
的
状
況
と
憲
法
』（
敬
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
一
二
九
頁
。
そ
し
て
同
性
婚
問
題
に
つ
い
て
、「
そ
れ
が
婚
姻
関
係
に

付
属
す
る
権
利
義
務
の
不
公
平
を
問
題
と
す
る
な
ら
、
②
（
権
利
義
務
の
秩
序
―
引
用
者
）
の
問
題
で
あ
る
が
、
婚
姻
が
『
身
分
法
』
上

の
制
度
で
あ
る
こ
と
や
、
婚
姻
関
係
に
付
随
す
る
権
利
利
益
の
束
が
生
活
全
体
を
支
え
る
包
括
的
か
つ
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
照

ら
す
と
、
①
（
身
分
の
秩
序
―
引
用
者
）
に
か
か
わ
る
争
点
と
な
る
。
…
…
加
え
て
、
同
性
婚
を
求
め
る
人
々
が
、
シ
ヴ
ィ
ル
・
ユ
ニ
オ
ン

等
に
満
足
せ
ず
、『
婚
姻
（m

arriage

）』
と
い
う
表
徴
に
あ
く
ま
で
こ
だ
わ
る
の
は
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
社
会
の

意
味
秩
序
の
改
革
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
は
③
（
意
味
の
秩
序
―
引
用
者
）
の
問
題
と
な
ろ
う
」
と
述
べ
て

い
る
。
駒
村
・
前
掲
注（
28
）三
〇
〇
︲
三
〇
一
頁
。
こ
の
よ
う
に
駒
村
教
授
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
同
性
婚
判
例
を
素
材
に
、
そ
こ
で
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の
焦
点
が
「
意
味
の
秩
序
」
の
問
題
に
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
駒
村
・
上
掲
「『
意
味
の
秩
序
』
と
平
等
」
一

三
二
︲
一
三
八
頁
）。
た
し
か
にW

indsor

判
決
で
の
直
接
的
な
争
点
は
、
③
意
味
の
秩
序
で
は
な
い
し
、
判
決
も
「
婚
姻
」
は
州
の
問

題
で
あ
る
と
し
て
射
程
を
限
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
同
性
婚
の
問
題
な
い
し
「
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
本
質
」
が
「
尊
厳
」
に
関
わ

る
と
す
れ
ば
（
宍
戸
・
前
掲
注（
1
）一
六
一
頁
も
参
照
）、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
擁
護
が
有
す
る
意
味
も
ま
た
、
ジ
ョ
ン
セ
ン
や
デ
リ
ン
ジ
ャ
ー

が
論
じ
た
よ
う
に
、
個
別
の
法
律
を
擁
護
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
広
範
な
含
意
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
、
必
ず
し
も
①
身
分
の

秩
序
や
、
②
権
利
義
務
の
秩
序
に
は
収
ま
ら
な
い
、
③
意
味
の
秩
序
に
関
係
す
る
と
い
っ
て
も
あ
な
が
ち
不
当
で
は
あ
る
ま
い
。

　

他
方
で
駒
村
教
授
は
、「
憲
法
が
最
も
忌
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
差
別
は
①
（
身
分
の
秩
序
―
引
用
者
）
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、

他
方
で
、
③
（
意
味
の
秩
序
―
引
用
者
）
に
お
け
る
差
別
の
排
除
が
憲
法
の
保
障
射
程
に
入
る
の
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
」

（
駒
村
・
前
掲
注（
28
）三
〇
一
頁
、
同
趣
旨
の
指
摘
と
し
て
、
駒
村
・
上
掲
「『
意
味
の
秩
序
』
と
平
等
」
一
三
九
頁
）
と
述
べ
、
憲
法

論
と
し
て
の
射
程
に
関
し
て
慎
重
な
立
場
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
懸
念
を
踏
ま
え
て
で
あ
ろ
う
か
、W

indsor

判
決
は
、「
Ｄ
Ｏ

Ｍ
Ａ
の
本
質
」
を
「
尊
厳
」
の
問
題
と
喝
破
し
つ
つ
も
、
射
程
を
限
定
し
た
判
断
を
下
し
て
い
る
。

（
144
）　

そ
の
他
、
大
統
領
に
よ
る
ご
都
合
主
義
的
な
憲
法
解
釈
に
歯
止
め
を
か
け
、
憲
法
を
含
む
法
の
「
誠
実
な
執
行
」
を
担
保
す
る
た
め

の
制
度
的
仕
組
み
を
整
え
る
必
要
性
を
強
調
し
て
、「
最
高
執
行
府
審
判
所
（Suprem

e Executive T
ribunal

）」
の
創
設
を
提
唱
す

る
ア
ッ
カ
ー
マ
ン
（Bruce A

ckerm
an

）
の
議
論
を
、「
執
行
・
擁
護
拒
否
の
常
態
化
」
に
対
す
る
制
度
的
な
処
方
箋
と
し
て
位
置
づ

け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。B

ruc
e A

ck
erm

a
n, T

h
e D

eclin
e a

n
d F

a
ll o

f t
h

e A
m

erica
n R

epubl
ic 141-179 (2010).

同
書
の

ア
ッ
カ
ー
マ
ン
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
横
大
道
聡
「『
政
府
の
憲
法
解
釈
』
の
論
理
構
造
と
そ
の
分
析
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
『
憲
法
理

論
叢
書
○ 
21  

変
動
す
る
社
会
と
憲
法
』（
敬
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
三
九
︲
四
一
頁
を
参
照
。
他
方
、
現
代
の
強
力
な
大
統
領
権
限
を
法
的

に
統
制
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
く
、
政
治
的
な
統
制
を
展
望
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
る
も
の
と
し
て
、see E

ric A
. P

o
sn

er &
 

A
d

ria
n V

erm
eul

e, T
h

e E
x

ecu
t

iv
e U

nb
o

un


d: A
ft

er t
h

e M
a

d
iso

n
ia

n R
epubl

ic (2010).

（
145
）　

デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
・
メ
モ
で
も
、
こ
の
視
点
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
（
Ⅱ
㈡
２
の
⑤
）
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。

（
146
）　Pepper, supra note 77, at 18-20.

（
147
）　Greene, supra note 78, at 578.

グ
リ
ー
ン
は
、
Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ａ
の
執
行
拒
否
に
よ
っ
て
、
事
実
上
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
あ
る
い
は
連
邦

議
会
が
何
ら
か
の
法
益
侵
害
を
受
け
た
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
連
邦
議
会
に
対
し
て
、
当
該
法
律
の
合
憲
性
に
関
す
る
宣
言
的
判
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決
（declaratory judgm

ent

）
を
求
め
る
当
事
者
適
格
を
容
認
す
る
こ
と
が
判
例
法
理
上
可
能
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

オ
バ
マ
政
権
の
対
応
が
司
法
判
断
適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
議
論
は
、
こ
の
グ
リ
ー
ン
の
立
場
か
ら
す
る
と
杞
憂
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

（
148
）　28 U

.S.C. 516.
（
149
）　BLA

G

の
当
事
者
適
格
を
否
定
す
る
議
論
と
し
て
、see, e.g., M
atthew

 I. H
all, H

ow
 Congress D

efend D
O

M
A

 in Court 
(and W

hy the BLA
G

 cannot), 65 S
t

a
n. L. R

ev. O
nl

in
e 92 (2013), available at 

〈http://w
w

w
.stanfordlaw

review
.org/

congress-defend-dom
a

〉. 

そ
の
他
、
執
行
拒
否
が
訴
訟
の
各
段
階
に
お
い
て
も
た
ら
し
う
る
問
題
に
つ
き
、Pepper, supra note 77 

at 25-30.　

（
150
）　Brief for Court-A

ppointed A
m

ica Curiae A
ddressing Jurisdiction, U

nited States v. W
indsor, 133 S. Ct. 2675 

(2013) (2012 U
.S. Briefs 307), available at 

〈http://sblog.s3.am
azonaw

s.com
/w

p-content/uploads/2013/01/D
O

M
A

-
am

icus-standing-brief-1-24-12.pdf

〉.

（
151
）　W

indsor, 133 S. Ct. at 2684.

連
邦
最
高
裁
は
、
訴
訟
の
両
当
事
者
の
見
解
が
対
立
し
て
い
な
い
論
点
に
つ
い
て
議
論
さ
せ
る
た

め
に
、
ア
ミ
カ
ス
・
キ
ュ
リ
ィ
を
任
命
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。See A

m
anda Frost, T

he Lim
its of A

dvocacy, 59 D
u

k
e L.J. 

447, 466-467 (2009). 

フ
ロ
ス
ト
は
、
こ
う
し
た
裁
判
所
に
よ
る
争
点
提
示
（issue creation

）
の
意
義
の
一
つ
と
し
て
、
執
行
府
の
執

行
拒
否
の
是
非
を
裁
判
所
が
判
断
す
る
こ
と
で
、
立
法
権
を
守
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
（Id. at 488-491

）。
な
お
、
後
掲
注（
164
）も
参

照
。

（
152
）　W

indsor, 133 S. Ct. at 2685.

（
153
）　Id.

（
154
）　Lujan v. D

efenders of W
ildlife, 504 U

.S. 555, 560-561 (1992).

（
155
）　W

indsor, 133 S. Ct. at 2686.

（
156
）　Id.

こ
こ
で
法
廷
意
見
は
、H

ein v. Freedom
 from

 Religion Foundation, Inc., 551 U
.S. 587, 599 (2007) 

を
引
用
し
て
い

る
。

（
157
）　IN

S v. Chadha, 462 U
.S. 919 (1983).
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（
158
）　Id. at 930-931, 940 n. 12; W

indsor, 133 S. Ct. at 2686-2687.
（
159
）　A

shw
ander v. T

V
A

, 297 U
.S. 288, 346 (1936) (Brandeis, J., concurring); W

indsor, 133 S. Ct. at 2687.
（
160
）　Baker v. Carr, 369 U

.S. 186, 204 (1962).

（
161
）　W

indsor, 133 S. Ct. at 2687.

（
162
）　Id.

（
163
）　Chadha, 462 U

.S. at 940.

（
164
）　W

indsor, 133 S. Ct. at 2687.

こ
こ
で
訟
務
長
官
が
法
律
の
違
憲
性
を
認
め
原
審
の
判
断
の
誤
り
を
認
め
た
場
合
に
、
ア
ミ
カ

ス
・
キ
ュ
リ
ィ
に
よ
る
議
論
を
容
認
し
て
き
た
例
と
し
て
、D

ickerson v. U
nited States, 530 U

.S. 428 (2000) 

を
引
用
し
て
い
る
。

D
ickerson

判
決
で
は
、
両
当
事
者
と
も
に
問
題
と
な
っ
た
連
邦
法
の
規
定
（18 U

.S.C. 

§ 3501

）
は
違
憲
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
採
用

し
た
た
め
、
連
邦
最
高
裁
は
カ
ッ
セ
ル
（Paul G. Cassell

）
を
ア
ミ
カ
ス
・
キ
ュ
リ
ィ
と
し
て
招
待
し
て
、
逆
の
立
場
を
論
じ
さ
せ
た

（Id. at 441-442

）。
こ
の
点
に
つ
き
、
前
掲
注（
151
）参
照
。see also Frost, supra note 151, at 468-469.

（
165
）　W

indsor, 133 S. Ct. at 2687-2688.

（
166
）　Id. at 2688.

（
167
）　Id.

（
168
）　Id. at 2689.

（
169
）　Id.

（
170
）　

こ
の
点
に
関
し
、W

indsor

判
決
と
同
日
に
下
さ
れ
た
、
婚
姻
を
男
女
間
に
限
定
す
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
憲
法
修
正
の
合
憲
性

に
関
す
る
訴
訟
で
あ
るH

ollingsw
orth v. Perry, 133 S. Ct. 2652 (2013)

が
注
目
さ
れ
る
。

　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
民
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
――
proposition 8
と
し
て
著
名
――

に
よ
っ
て
発
案
さ
れ
州
民
投
票
に
よ
り
成
立
し

た
同
州
憲
法
修
正
が
、
連
邦
憲
法
に
違
反
す
る
と
し
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
に
お
い
て
、
州
当
局
は
当
該
規
定
を
執
行
し
つ
つ
も
擁
護
す

る
こ
と
を
拒
否
し
た
――

こ
の
点
でW

indsor

判
決
の
事
実
関
係
と
の
類
似
性
が
あ
る
――

。
そ
の
た
め
連
邦
地
裁
は
、
当
該
イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ブ
の
公
式
提
案
者
に
対
し
て
、
同
憲
法
修
正
を
擁
護
す
る
た
め
に
訴
訟
参
加
す
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
審
理
を
行
い
、
同
憲

法
修
正
を
違
憲
と
し
た
（Perry v. Schw

arzenegger, 704 F. Supp. 2d 921 (N
D

 Cal. 2010)

）。
州
当
局
が
控
訴
を
拒
否
し
た
た
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め
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
公
式
提
案
者
が
控
訴
し
た
の
で
あ
る
が
、
第
九
巡
回
区
連
邦
控
裁
は
、
控
訴
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
最
高
裁
判
所
に
意
見
を
求
め
た
。
州
最
高
裁
は
本
件
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
提
案
者
に
は
カ0

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
上

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
同
憲
法
修
正
を
擁
護
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
の
勧
告
的
判
断
を
下
し
た
（Perry v. Brow

n, 265 P. 3d 
1002 (2011)

）。
こ
れ
に
依
拠
し
て
連
邦
控
裁
は
実
体
判
断
を
行
い
、
同
憲
法
修
正
を
違
憲
と
し
た
原
審
を
支
持
し
た
（Perry v. 

Brow
n, 671 F. 3d 1052 (9th Cir. 2012)

）。

　

連
邦
最
高
裁
は
裁
量
上
訴
を
受
理
し
た
が
、
合
衆
国
憲
法
三
条
二
項
の
も
と
、
本
件
に
お
い
て
上
告
人
に
当
事
者
適
格
が
認
め
ら
れ

る
か
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
ブ
リ
ー
フ
を
出
す
よ
う
に
要
求
。
そ
の
う
え
で
、
①
上
告
人
は
、
合
衆
国
憲
法
三
条
二
項
の
も
と
で
要
求

さ
れ
る
、「
一
般
的
な
苦
情
」
と
は
区
別
さ
れ
る
「
個
別
的
な
利
害
」「
特
定
化
さ
れ
た
利
益
」
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
（Id. at 2661-

2663

）、
②
上
告
人
に
は
「
事
実
上
の
損
害
」
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
（Id. at 2663-2664

）、
③
上
告
人
に
当
事
者
適
格
を
認
め
る
べ

き
特
別
の
事
情
が
存
し
て
い
な
い
こ
と
（Id. at 2664-2665

）、
④
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
最
高
裁
判
所
の
判
断
に
よ
り
、
上
告
人
は
州
の

代
理
人
と
な
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
（Id. at 2665-2667

）、
⑤
連
邦
の
裁
判
所
に
お
け
る
当
事
者
適
格
の
問
題
は
州
法
の
問
題

で
は
な
い
こ
と
（Id. at 2667
）
等
を
理
由
に
、「
我
々
は
、
州
の
公
務
員
が
州
法
の
合
憲
性
を
擁
護
し
な
い
と
い
う
立
場
を
選
択
し
た

場
合
、
私
的
主
体
に
は
、
そ
の
合
憲
性
を
擁
護
す
る
当
事
者
適
格
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
主
張
を
、
こ
れ
ま
で
に
一
度
も
支
持
し
た
こ

と
は
な
い
」（Id. at 2668

）
と
し
て
、
上
告
人
の
当
事
者
適
格
を
認
め
た
原
審
を
取
消
す
と
と
も
に
、
控
訴
を
却
下
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
指
示
と
と
も
に
事
案
を
差
し
戻
し
た
。
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
宍
戸
・
前
掲
注（
1
）一
五
八
︲
一
五
九
頁
、
井
樋
・
前
掲
注（
1
）

も
参
照
。

（
171
）　

宮
澤
俊
義
（
芦
部
信
喜
補
訂
）『
全
訂
日
本
国
憲
法
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
八
年
）
五
五
九
頁
、
小
林
直
樹
『〔
新
版
〕
憲
法
講

義
Ⅰ
（
下
）』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
）
二
六
七
頁
、
樋
口
陽
一
・
佐
藤
幸
治
・
中
村
睦
男
・
浦
部
法
穂
『
注
釈
日
本
国
憲
法

下
巻
』（
青
林
書
院
、
一
九
八
八
年
）
一
〇
八
五
︲
一
〇
八
六
頁
、
芹
沢
斉
・
市
川
正
人
・
阪
口
正
二
郎
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル
憲
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）
三
八
七
頁
〔
高
田
篤
執
筆
〕、
佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
四

九
七
︲
四
九
八
頁
、
等
を
参
照
。

（
172
）　

第
九
六
回
国
会
・
参
議
院
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
会
議
録
第
七
号
（
昭
和
五
七
年
五
月
一
二
日
）
一
七
頁
〔
角
田

礼
次
郎
内
閣
法
制
局
長
官
発
言
〕。
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（
173
）　

こ
れ
に
対
し
、
西
浦
公
「
内
閣
に
よ
る
法
律
の
誠
実
な
執
行
に
つ
い
て
」
寺
田
友
子
ほ
か
『
小
高
剛
先
生
古
稀
祝
賀
現
代
の
行
政
紛

争
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
四
二
五
頁
は
、「
法
律
の
違
憲
性
を
理
由
と
す
る
内
閣
の
法
律
執
行
拒
否
を
認
め
な
い
解
釈
は
、
必
ず
し

も
十
全
な
論
証
を
提
供
し
て
き
た
と
は
言
い
が
た
く
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
自
明
の
理
と
い
う
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、「
む
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
肯
定
説
が
直
ち
に
成
り
立
つ
わ
け
で
は
な
い
。
肯
定
説
を
打
ち
出
す
の
な

ら
ば
、
…
誰
が
法
律
の
違
憲
性
を
判
定
す
る
の
か
の
レ
ベ
ル
で
議
論
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
権
力
分
立
原
理
の
意
味
を
分
離
の
側
面
に

で
は
な
く
競
合
の
側
面
に
重
点
を
置
い
て
構
成
」
す
べ
き
と
論
じ
て
い
る
（
四
二
五
︲
四
二
六
頁
）。
こ
の
指
摘
は
、
――

ド
イ
ツ
の
議

論
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
――

ア
メ
リ
カ
流
の
そ
れ
と
も
親
和
性
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
関
連
し
て
、
横
大

道
・
前
掲
注（
45
）三
七
頁
も
参
照
。

　

渋
谷
秀
樹
教
授
も
、「
内
閣
も
、
違
憲
で
あ
る
と
自
ら
判
断
す
れ
ば
、
そ
の
執
行
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
本
号
（
七
三

条
一
号
の
こ
と
――

引
用
者
）
は
要
求
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
の
意
味
が
『
誠
実
に
』
と
い
う
文
言
に
込
め
ら
れ
て

い
る
と
解
す
る
」
と
す
る
。
渋
谷
秀
樹
『
憲
法
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
六
一
〇
︲
六
一
一
頁
。
し
か
し
渋
谷
教
授
は
、

内
閣
が
「
重
大
か
つ
明
白
な
違
憲
の
瑕
疵
の
あ
る
場
合
に
限
っ
て
、
そ
の
執
行
を
拒
否
で
き
る
と
解
す
る
」
と
し
て
、
そ
の
場
面
と
し

て
「
裁
判
所
が
法
律
を
違
憲
と
し
た
場
合
」
を
挙
げ
て
い
る
。
下
級
審
の
違
憲
判
決
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
確
定
し
た
場
合
に
は
執
行
し

な
い
義
務
が
生
じ
る
と
論
じ
る
点
で
、
通
説
と
は
一
線
を
画
す
る
が
、
裁
判
所
に
よ
る
判
断
が
な
さ
れ
て
い
な
い
問
題
に
つ
い
て
も
執

行
義
務
を
否
定
す
る
場
面
が
存
す
る
と
考
え
て
い
る
の
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
。

（
174
）　

最
大
判
昭
和
二
三
年
三
月
一
二
日
刑
集
二
巻
三
号
一
九
一
頁
。

（
175
）　

下
級
審
で
は
あ
る
が
、
東
京
地
判
平
成
一
〇
年
三
月
二
〇
日
判
タ
九
八
三
号
二
二
二
頁
は
、
刑
訴
法
四
七
五
条
二
項
は
「
法
的
拘
束

力
の
な
い
訓
示
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
」
と
し
て
い
る
。
政
府
答
弁
書
も
、
こ
の
立
場
を
採
用
し
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
平
成

二
三
年
八
月
三
〇
日
答
弁
第
四
一
三
号
）。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
福
田
雅
章
「
法
務
大
臣
に
死
刑
執
行
の
義
務
は
あ
る
か
――

死
刑

執
行
の
停
止
に
関
す
る
予
備
調
査
を
踏
ま
え
て
」
刑
法
雑
誌
三
五
巻
一
号
一
一
二
頁
（
一
九
九
五
年
）、
石
塚
伸
一
「
法
務
大
臣
の
職 

責
――

死
刑
執
行
を
命
じ
る
こ
と
は
、
法
務
大
臣
の
職
責
か
？
」
龍
谷
法
学
四
五
巻
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
七
七
頁
等
を
参
照
。

（
176
）　

大
林
啓
吾
「
権
力
分
立
制
と
行
政
権
――

死
刑
執
行
の
裁
量
」
大
沢
秀
介
ほ
か
編
『
憲
法.com

』（
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
二
六

四
頁
参
照
。
な
お
文
脈
は
異
な
る
が
、
公
選
法
改
正
に
関
す
る
国
会
質
疑
に
お
い
て
、「
自
治
大
臣
と
し
て
違
憲
審
査
権
を
お
持
ち
で
す
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か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
自
治
大
臣
が
「
私
に
は
そ
の
権
限
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
答
弁
し
た
例
が
あ
る
。
第
九
六
回
国
会
・
参
議
院

公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
会
議
録
第
七
号
（
昭
和
五
七
年
五
月
一
二
日
）
一
七
頁
〔
世
耕
政
隆
自
治
大
臣
発
言
〕。

（
177
）　

こ
の
解
釈
は
、
一
九
八
一
年
の
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
九
四
第
三
二
号
昭
和
五
六
年
五
月
二
九
日
）
に
よ
り
確
立
し
、
以
降
は
こ
の
立

場
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
う
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
関
連
文
献
は
極
め
て
多
い
が
、
さ
し
あ
た
り
、
鈴
木
尊
紘
「
憲
法
九
条
と
集
団
的

自
衛
権
―
国
会
答
弁
か
ら
集
団
的
自
衛
権
解
釈
の
変
遷
を
見
る
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
平
成
二
三
年
一
一
月
号
三
一
頁
を
参
照
。

（
178
）　
「
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
法
律
に
よ
る
容
認
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」（
藤
末
健
三
参
議
院
議
員
提
出
。
平
成
一
七
年
一
〇
月
一
三
日

質
問
第
一
〇
号
）。
第
一
五
三
回
国
会
・
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
会
議
録
第
四
号
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
二
六
日
）
五
︲
六
頁
の
議
論

も
参
照
。
な
お
、
第
一
五
三
回
国
会
・
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
公
聴
会
会
議
録
第
一
号
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
二
五
日
）
一
二
頁
〔
坂

元
一
哉
公
述
人
（
大
阪
大
学
教
授
）
発
言
〕、
第
一
五
六
回
国
会
・
参
議
院
憲
法
調
査
会
会
議
録
第
九
号
（
平
成
一
五
年
七
月
一
六
日
）

八
頁
〔
村
田
晃
嗣
参
考
人
（
同
志
社
大
学
助
教
授
）
発
言
〕、
第
一
五
九
回
国
会
・
参
議
院
憲
法
調
査
会
会
議
録
第
一
号
（
平
成
一
六
年

二
月
一
八
日
）
八
頁
〔
坂
元
一
哉
参
考
人
（
大
阪
大
学
教
授
）
発
言
〕
等
は
、
こ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
他
方
、
長
谷
部
恭

男
「
憲
法
・
ア
メ
リ
カ
・
集
団
的
自
衛
権
」
奥
平
康
弘
ほ
か
編
『
改
憲
の
何
が
問
題
か
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
七
八
頁
脚
注
一

一
は
、
こ
の
議
論
を
「
き
わ
め
て
面
妖
な
議
論
」
と
評
し
て
い
る
。

（
179
）　

内
閣
参
質
一
六
三
第
一
〇
号
平
成
一
七
年
一
〇
月
二
一
日
。
な
お
、
同
内
容
の
答
弁
書
は
、
内
閣
衆
質
一
五
三
第
三
二
号
平
成
一
三

年
一
二
月
一
八
日
で
既
に
出
さ
れ
て
い
た
。

（
180
）　

二
〇
一
三
年
八
月
の
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
八
四
第
五
号
平
成
二
五
年
八
月
一
三
日
）
は
、「
現
時
点
で
、
集
団
的
自
衛
権
に
関
す

る
政
府
の
憲
法
解
釈
は
従
来
通
り
で
あ
る
」
と
し
つ
つ
も
、「（
安
全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再
構
築
に
関
す
る
）
懇
談
会
に
お
け
る
議
論
を

踏
ま
え
て
改
め
て
対
応
し
て
い
く
」
と
述
べ
、
解
釈
変
更
に
含
み
を
持
た
せ
て
い
る
。

（
181
）　

類
似
し
た
国
会
論
議
の
例
と
し
て
、「
国
会
法
で
憲
法
改
正
原
案
は
内
閣
に
提
出
権
は
な
い
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
書
け
ま
す
か
。
そ

れ
は
憲
法
違
反
に
な
り
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
、
内
閣
法
制
局
が
「
政
府
の
立
場
と
し
て
は
違
憲
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
申
し
上

げ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
つ
つ
も
、「
そ
の
内
容
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
法
律
を
誠
実
に
執
行
す
る
義
務
を
ま
た

国
は
、
政
府
は
負
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
国
会
法
の
規
定
を
尊
重
し
て
対
処
す
る
」
と
答
弁
し
た
例
が
あ
る
。
第
一
五
一
国

会
・
参
議
院
憲
法
調
査
会
会
議
録
九
号
（
平
成
一
三
年
六
月
六
日
）
一
二
頁
〔
阪
田
雅
裕
参
考
人
（
内
閣
法
制
局
第
一
部
長
）
発
言
〕。
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な
お
、
横
大
道
・
前
掲
注（
144
）三
八
︲
三
九
頁
も
参
照
。

（
182
）　

日
本
の
学
説
が
、
執
行
拒
否
を
認
め
な
い
根
拠
と
し
て
、「
内
閣
が
違
憲
と
み
と
め
る
法
律
の
執
行
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
か
な
ら

ず
し
も
つ
ね
に
訴
訟
の
原
因
と
な
り
、
裁
判
所
の
判
断
を
導
く
と
は
か
ぎ
ら
ず
、
裁
判
所
の
解
釈
に
よ
ら
ず
に
、
国
会
で
合
憲
と
さ
れ
た

法
律
が
、
内
閣
の
解
釈
だ
け
で
、
殺
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」（
宮
澤
・
前
掲
注（
171
）五
五
九
︲
五
六
〇
頁
）
と
い

う
点
に
重
点
を
置
い
て
い
る
と
す
る
と
、
擁
護
拒
否
の
場
合
に
は
こ
の
問
題
を
回
避
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
183
）　

熊
本
地
判
平
成
一
三
年
五
月
一
一
日
判
時
一
七
四
八
号
三
〇
頁
。

（
184
）　

首
相
官
邸
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
〈http://w

w
w

.kantei.go.jp/jp/koizum
ispeech/2001/0525seihuseim

ei.htm
l

〉。

（
185
）　
「
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
早
期
か
つ
全
面
的
解
決
に
向
け
て
の
内
閣
総
理
大
臣
談
話
」（
平
成
一
三
年
五
月
二
五
日
）、
厚
生
労
働
省
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
〈http://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/hansen/hourei/4.htm
l

〉。

（
186
）　

前
掲
注（
185
）の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
。

（
187
）　

な
お
、
同
法
四
条
は
、「
法
務
大
臣
は
、
国
の
利
害
又
は
公
共
の
福
祉
に
重
大
な
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
許
可
を

得
て
、
裁
判
所
に
対
し
、
自
ら
意
見
を
述
べ
、
又
は
そ
の
指
定
す
る
所
部
の
職
員
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
る
。

し
か
し
法
律
の
合
憲
性
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
私
人
間
の
訴
訟
に
お
い
て
、
国
家
が
関
与
す
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
戸
松
秀
典

『
憲
法
訴
訟
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
九
四
︲
九
五
頁
。
ま
た
、
戸
波
江
二
「
国
の
関
与
し
な
い
違
憲
判
決
？
」
法
学
教

室
一
六
六
号
（
一
九
九
四
年
）
五
九
頁
も
参
照
。

　

な
お
、
あ
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
〇
九
第
一
二
号
昭
和
六
二
年
九
月
一
日
）
は
、
同
法
四
条
に
よ
る
法
務
大
臣
の
意
見
陳
述
に
つ

い
て
、「
司
法
に
対
す
る
行
政
権
の
自
制
と
い
う
趣
旨
か
ら
、
裁
判
所
か
ら
法
務
大
臣
に
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
と
き
に
限
っ

て
す
る
べ
き
も
の
と
し
て
運
用
さ
れ
て
き
た
」
と
し
て
い
る
。

（
188
）　

駒
村
・
前
掲
注（
28
）三
〇
二
頁
。

（
189
）　

見
平
・
前
掲
注（
85
）、
金
澤
孝
「
憲
法
理
論
の
新
局
面
――

反
多
数
派
支
配
主
義
と
い
う
難
点
（Counterm

ajoritarian 
D

iffi
culty

）
か
ら
の
解
放
に
向
け
て
」
法
律
時
報
七
九
巻
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
八
三
頁
、
武
田
芳
樹
「
反
多
数
派
主
義
の
難
点
を
超

え
て
――

政
治
学
と
憲
法
学
の
対
話
（
一
）・（
二
・
完
）」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
一
二
五
号
（
二
〇
〇
八
年
）
二
三
一
頁
、
一

二
七
号
（
二
〇
〇
八
年
）
七
五
頁
等
を
参
照
。
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（
190
）　

執
行
府
に
関
し
て
は
、
特
に
そ
の
憲
法
解
釈
補
佐
機
関
に
着
目
し
た
、
横
大
道
・
前
掲
注（
56
）、
同
・
前
掲
注（
67
）、
富
井
幸
雄

「
憲
法
保
障
機
関
と
し
て
の
カ
ナ
ダ
法
務
長
官
――

付
随
的
違
憲
審
査
制
の
補
完
？
」
法
学
会
雑
誌
四
六
巻
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
三

三
頁
等
を
参
照
。
議
会
に
関
し
て
は
、
岡
田
順
太
「
憲
法
の
番
人
と
し
て
の
議
会
の
可
能
性
――

ア
メ
リ
カ
Ｏ
Ｌ
Ｃ
報
告
法
案
審
議
を
題

材
と
し
て
」
白
鷗
法
学
一
七
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
〇
四
頁
を
参
照
。

（
191
）　

い
わ
ゆ
る
「
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
理
論
潮
流
で
あ
る
――

Ⅲ
㈣
１
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ジ
ョ
ン
セ
ン
は
こ
の
潮
流

の
代
表
的
論
者
の
一
人
で
あ
る
。
詳
細
は
、
安
西
文
雄
「
憲
法
解
釈
を
め
ぐ
る
最
高
裁
判
所
と
議
会
の
関
係
」
立
教
法
学
六
三
号
（
二
〇

〇
三
年
）
六
一
頁
、
大
林
啓
吾
「
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
司
法
優
越
主
義
――

憲
法
解
釈
の
最
終
的
権
威
を
め
ぐ
っ
て
」
帝
京
法

学
二
五
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
〇
三
頁
、
同
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
憲
法
構
築
論
と
三
権
の
憲
法
解
釈
」
社
会
情
報
論
叢
一
四
号

（
二
〇
一
〇
年
）
七
一
頁
、
横
大
道
・
前
掲
注（
45
）二
五
︲
三
三
頁
等
を
参
照
。
こ
の
論
点
は
、
憲
法
解
釈
の
「
主
体
」
に
も
関
わ
る
が
、

そ
の
点
に
関
す
る
先
駆
的
業
績
と
し
て
、
内
野
正
幸
『
憲
法
解
釈
の
論
理
と
体
系
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
。
ま
た
、

土
井
真
一
「
憲
法
解
釈
と
憲
法
学
説
」
公
法
研
究
六
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
三
〇
頁
も
参
照
。

（
192
）　

大
林
啓
吾
「
時
を
か
け
る
憲
法
――

憲
法
解
釈
論
か
ら
憲
法
構
築
論
の
地
平
へ
」
帝
京
法
学
二
八
巻
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
九
一
頁
、

同
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
憲
法
構
築
論
と
三
権
の
憲
法
解
釈
」・
前
掲
注（
191
）、
団
上
智
也
「
原
意
主
義
に
お
け
る
憲
法
解
釈
と
憲
法
構

築
の
区
別
の
意
義
」
憲
法
論
叢
一
九
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
一
頁
等
を
参
照
。
ま
た
、
青
井
未
帆
「
自
律
的
な
憲
法
秩
序
に
つ
い
て
」
憲

法
問
題
二
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
〇
頁
も
参
照
。

（
193
）　

佐
々
木
雅
寿
「
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
裁
判
所
と
立
法
府
の
対
話
」
法
学
雑
誌
五
四
巻
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
五
頁
、
岩
切
大
地
「
イ

ギ
リ
ス
人
権
法
に
お
け
る
議
会
主
権
と
憲
法
的
対
話
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
『
憲
理
研
叢
書
⑰ 

憲
法
学
の
最
先
端
』（
敬
文
堂
、
二
〇
〇

九
年
）
一
〇
一
頁
。
な
お
総
論
と
し
て
、
佐
々
木
雅
寿
『
対
話
的
違
憲
審
査
の
理
論
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

（
194
）　

小
林
節
『
政
治
問
題
の
法
理
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
八
年
）
ⅲ
頁
。


